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１．議事日程 

  〔令和７年第３回安芸高田市議会９月定例会第９日目〕 

 

                             令和 7年９月１６日 

                             午 前 １ ０ 時 開 議  

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 

    １番    益 田 一 磨     ２番    佐々木 智 之 

    ３番    熊 高 慎 二     ４番    浅 枝 久美子 

    ５番    小 松 かすみ     ６番    南 澤 克 彦 

    ７番    山 本 数 博     ８番    新 田 和 明 

    ９番    山 根 温 子    １０番    児 玉 史 則 

   １１番    大 下 正 幸    １２番    熊 高 昌 三 

   １３番    宍 戸 邦 夫    １４番    金 行 哲 昭 

   １５番    秋 田 雅 朝    １６番    石 飛 慶 久 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   １３番    宍 戸 邦 夫    １４番    金 行 哲 昭 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

  市 長  藤 本 悦 志  副 市 長  杉 安 明 彦 

  教 育 長  猪 掛 公 詩  危 機 管 理 監  神 田 正 広 

  総 務 部 長  新 谷 洋 子  総務部政策統括監  佐々木 満 朗 

  企 画 部 長  高 下 正 晴  市 民 部 長  内 藤 道 也 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  井 上 和 志  産 業 部 長  小 櫻 静 樹 

  建 設 部 長  佐々木   宏  消 防 長  吉 川 真 治 

  教 育 次 長  柳 川 知 昭  総 務 課 長  玉 井 郁 生 

  秘 書 広 報 課 長  山 本 裕 子  財 政 課 長  沖 田 伸 二 

  政 策 企 画 課 長  黒 田 貢 一  選挙管理委員会委員長  山 平 弥 生 

  選挙管理委員会事務局長  大 﨑 健 治  

 



【速報版】 

 

102 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  高 藤   誠  事 務 局 次 長  國 岡 浩 祐 

  総 務 係 長  日 野 貴 恵  主 事  波多野 奈 美 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開議 

○石 飛 議 長  定刻になりました。ただいまの出席議員は16名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の

議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○石 飛 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において、13

番 宍戸議員及び14番 金行議員を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○石 飛 議 長  日程第2、先日に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問の順序は、通告順といたします。 

 それでは、質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 2番 佐々木議員。 

○佐々木議員  おはようございます。2番 佐々木智之です。 

1日目の一般質問に続き、緊張感持ちながら質問をさせていただきた

いと思います。 

 通告に基づき、大枠3点伺います。 

 まず一つ目、安芸高田市外の関係創出について伺います。 

 令和7年第2回定例会でも質問をさせていただきましたが、二地域居住

といった安芸高田市外の方との関係を広げていくことが、関係人口の創

出、市外との関係創出、本市の認知度向上、さらには拠点として活動す

る人が増えていくことで地域のにぎわいにつながると考えます。 

 二地域居住に合わせて、田舎留学という取組があります。こちらはお

試し移住体験として、家族全員が一定期間地方で暮らす取組です。滞在

期間中、大人は仕事をし、子どもは市内の学校に通い、安芸高田市民と

同じように生活をします。 

 まず一つ目の質問です。 

 二地域居住、田舎留学とも、受皿となる住居が必要になりますが、市

内の空き家を活用していく方法もその一つだと考えます。 

 令和7年第1回定例会で自身が質問した空家等管理活用支援法人の指定

基準の進捗を伺います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  おはようございます。 

 それでは、佐々木議員のお答えをいたします。 

 前回の答弁と同様となるんですけども、現状、空家等管理活用支援法

人の指定基準を定める必要がある状況には至ってないのかなと思ってお
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ります。 

 この制度の狙いは、空き家が活用される状況にしていくために民間事

業者を空家等管理活用支援法人に指定し、空き家活用を推進するものと

捉えています。 

 現状の安芸高田市においては、空き家バンクの登録、成約ともに県内

でも良好な成果を上げております。具体的には約60件の登録があり、40

件の成約に至ってるという状況です。 

 空き家活用においては、適切な仕組みをつくることができてると考え

ておりますので、空き家活用の仕組みをつくるに当たっては、既に様々

な事業者と連携しており、この制度をあえて利用する必要性をあんまり

感じていないのが現状です。 

 また、制度導入によって新たな基準の管理や事務手続を増やすことに

なり、連携する事業者にも負担を強いる可能性があることも危惧をして

います。 

 今後、制度導入のメリットを感じられる事例が分かったり、市の空き

家活用で新たな展開を検討する際に必要と判断に至ったとすれば、検討

に入っていきたいなと考えております。 

 先日も三次市、庄原市、北広島町、安芸太田町、安芸高田市の県北部

を対象に、広島県宅建業協会の行政懇談会というのもありました。 

これ、宅建業界のほうが初めて今回やられた事業ですけども、この

中に各市町の担当者、空き家担当が一堂に会して、そういう現時点での

各市町の取組状況というのがありました。 

 その中で、この新法人の取組というのは具体的にはなかったんですけ

ども、これに類するか、庄原のほうが何か任意の団体をつくられて取り

組んでおられたということがありましたんで、その辺の情報も取ってみ

たいなということで今日おります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  事務手続等のなかったものからつくられるというところで、大変さっ

ていうところは理解するところではあります。また、広域でも、そうい

ったとこに空き家等管理活用支援法人というところが広がっていないと

いうところで、安芸高田市として、まだそこに至っていないというとこ

ろの考え方も理解できるんですけども。ちょっと市内において、この空

き家等管理活用支援法人に積極的に取り組んでみたいなという団体の意

見を聞きまして、この要望があればというところで、過去の答弁でいた

だいていたんですけども、そういったところで、ちょっと改めてにはな

るんですけども、市内のほうからそういったところの意見がありますよ

というところを踏まえて、今後の活用に関してお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 
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 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 現状、安芸高田市の空き家の活用、バンクについては、良好と言って

おるんですけど、これは空き家バンクに登録された件数であって、登録

されてない空き家というのはまだたくさんあるわけで、そういった意味

で、今御紹介いただいた、市内にそういった取組をしてみたいという団

体がおありであれば、担当課のほうへぜひ相談をしてもらえれば、それ

によってまた流れといいますか、方向性というのも一緒に考えていけれ

ばという思いであります。 

 以上です。  

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  あわせてなんですけども、二地域居住に関する特定居住促進計画と特

定居住支援法人についても、やっぱり自分のほうが第2回の定例会で質

問をさせていただきまして、そのときの答弁が、総合計画の作成の進捗

と併せながら庄原市ですね、ヒアリングの内容を含めて検討していく必

要があると。で、時間もかかるというところの答弁だったんですけども、

そちらについても、現在の進捗についてお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  その件についても、まだちょっと総合計画のほうが形となっており

ませんので、検討はできておりません。また引き続き、時間をいただき

たいと。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員 

○佐々木議員  総合計画が形になっていないというところに関してなんですけども、

今回の議案にも上程されてました総合計画の内容っていうところには含

まれていないということでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  今回議会のほうに上程しますのが、総合計画の基本構想というところ

になります。今後20年を見据えた形でのかなり広い提示になっておりま

して、具体的な施策というところを、そこに織り込むようなものになっ

ておりません。 

 で、今の取組について、具体的に方向が見えるものというふうなこと

で言いますと、基本計画、これは4年間でどういったことをやるかとい

うのが、これをある程度具体的なもので示していくことがあります。こ

れについては、今のところは12月までにその意見を取りまとめて、ちょ

っと年内めどでパブリックコメントも含めて終わる形で考えておりまし

て、1月の全員協議会で、できれば皆さんのほうにお示しをしたいとい
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うふうに考えているものです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  ということは、もし、この特定居住促進計画、特定居住支援法人など

の取組、どういうふうに具体的に進めていくかというところも、1月の

ほうで聞くことができるっていうことで合ってますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  これも具体的にその取組を進めるということを総合計画のほうに言葉

として書くものになるかどうかというと、ちょっとそこまでは書き込ま

ないと思います。 

 定住とか関係人口づくりっていうのをどういうふうに考えるかという

ことを、その基本計画の中に書いていって、その中の具体的な取組とし

て、その施策というのが今後入ってくるというふうなことになると思い

ます。 

 で、その取組について、具体的にやるかどうかということでいきます

と、また、その基本計画とは別な形で、これについて取り組むことにし

ますというふうなことをお話しするようなことが別なタイミングである

んじゃないかなというふうに思っています。 

 それが、新年度予算のところになるか、もう少し後になるかっていう

のはちょっと今のところは分かりかねます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  ちょっと空き家のほうは3,000人を超えてきてますんで、何か早急に

手だてを打っていかないと、まず実際、人口が減っていく中っていうと

ころで、どんどん増えていくような想定もできますので、取り組んでい

っていただきたいところではあります。 

 次の質問に移ります。 

 文部科学省のホームページ記載の内容を少し引用させていただきます。 

 保護者がほかの市町村の学校に就学させようとする場合、住所の存す

市町村教育委員会との協議に基づき、ほかの市町村の教育委員会が受入

れを承諾した場合は、就学すべき学校を変更することが可能、区域外就

学のことです。 

 また、これに関連し、地方への一時的な移住や二地域に居住するよう

な場合も、教育上の影響等を留意しつつ、この区域外就学の手続を活用

すれば、就学指定絞と他市町村の学校との間を行き来するようなことも

可能というのがあります。 

 この制度を使うと、二つの拠点のそれぞれの教育委員会での協議によ

り受入れが承諾されれば、1か月などの短期間でも別に地域の学校に通
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うことが可能になります。 

 で、全国の事例としても、長野県や愛媛県などでも使用されている例

があります。区域外就学制度を活用することで、滞在中の子どもが市内

の学校へ通うこともできると考えますが、市として活用していく考えが

あるか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  就学区域の変更については、本市に住みたい、あるいは一定期間滞在

したいという希望者が安芸高田市教育委員会に申請をされた上で、本市

教育委員会から居住区域の教育委員会へ区域外就学の協議をかけること

になります。 

 この場合、他市町の教育委員会の意向・判断基準により、変更が決定

されるということですので、それを受けて、今度はこちらの教育委員会

のほうでそれを受けて、また決定をするということになります。これま

での通常の事務手続に基づいて、これは実施をしていきたいというふう

に考えております。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  この協議の際には、対象となる区域外就学制度を使って学校に通いた

いっていう御家族の面談等との、こういった手続の中で面談とかってい

うところもあるものなんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  申請者のほうでの協議となりますので、直接の面談というのは実施を

しておりません。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  二地域居住を長期で行う場合、小学校や中学校っていうところは区域

外就学制度の対象になると思うんですけども、保育年代の手続っていう

ところは煩雑であるという事例が挙げられています。 

 実際、本市と森の幼稚園などを利用して自然の中での学びを体験でき

るなど、民間と力を合わせて複合利用していくことで促進できるかなと

いうふうにも考えるんですけども、安芸高田市としてどのような人たち

に移住してもらいたいと考えているか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  安芸高田市に居住していただきたいことは、やはりこれからの、こ

の今人口減少、高齢化が進んどる、この厳しい条件の安芸高田市にあえ

て来て、一緒に、この市を守っていこうという、やはり力強い思いは最

低限持っていただきたいなという思いです。 
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 その後、今まであった、この安芸高田市の歴史とか、そういうのを踏

まえながら、変えるとこは変えていくという取組も今当然やっていく必

要があると思ってますんで、そういったところでしっかりとアイデアな

り活動に参加していただけるような方に、ぜひお越しいただきたいなと

思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  おっしゃるとおり、安芸高田市自体は便利ともなかなか言えない部分

もたくさんあるかなというふうに思いまして、ただ、それでも来てもら

う、来たいなっていうふうに思うのは、やっぱり人のつながりもそうで

すけども、何か魅力があってとか、ここで自分だったら子育てをしたい

っていうふうに思ったりっていうところの、何かきっかけがあってのこ

とだと思います。 

 そこ、人とのつながりとか、そういったきっかけっていうところを、

まあサポートじゃないですけど、受け入れられる器っていうのをつくっ

ていくのが行政なのかなというふうにも考えます。 

 幅広い世代に対応した取組としていくために、今後どういうふうに取

り組んでいこうと考えるか、再度お伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  おっしゃるとおりですね、安芸高田市に全てのものがそろってるよ

うな現状でありません。厳しい状況の中であえて安芸高田市で一緒に仲

間となってやっていこうという思いですんで、当然、各地域に住んでい

ただくようになると思います。 

 その中で、そのきっかけが人とのつながりで、例えば高宮町の人との

つながりがあって高宮に移住していこうという人もいらっしゃれば、や

はり周辺の方々としっかりコミュニケーションを取ってもらう。受け入

れる方もそういった体制を取らなくてはいけないので、そういった意味

で、今各支所の見直しというのに取りかかっております。 

 その中には集落支援員も入りますし、そういった中でそういった定住

移住を希望されてる方との橋渡しをしてもらうということも当然、集落

支援員の方にも求めていくようになると思いますし、今住んでおられる

方もですね、やはりそういって地域に入ってこられる方をやさしく迎え

入れていただき、一緒にやっていくという、やっぱり気持ちも常に持っ

ていただいとく必要があると思います。そういった意味で、ここはきつ

いですけど、よそ者扱いするような環境でなく、しっかりとそういった

思いの方は気持ちを寄り添っていただき、一緒にやっていくという流れ

をですね、こういう振興会あるいは支所機能の見直しの中で、もう一度

見つめ直していきたいなというふうに思っております。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  次の質問に移ります。 

 高校においては、地域みらい留学という取組があります。主に、都市

部の中学生が地方の公立高校に進学し、その地域で生活をしながら3年

間学ぶというものです。 

 2019年度の開始から留学生数は累計で4,000人以上、2025年度は参画

する高校数が過去最大の169校となっています。 

 広島県内では4校登録されています。 

 この地域みらい留学は地域密着的な活動ができる、偏差値によらない

学びが得られるといった特徴があり、本市においても、すみません、こ

こ2校の県立と書いてあるんですけども、対象となるのは1校、向原高校

のみなので、向原高校とさせてください。向原高校が地域みらい留学先

になれば学校の認知度向上につながると考えるため、運営先である一般

財団法人地域・教育魅力化プラットフォームに働きかけていきたいと考

えています。 

 この制度を利用するには、まず自治体から希望することが必要で、高

校と自治体と共同で登録していく流れとなります。 

 地域課題に向き合い高校生活の3年間を安芸高田市で過ごす高校生が

増えることは市にとっても有益だと思いますが、考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 御指摘のとおり、地域みらい留学事業のコンセプトはですね、本市の

向原高校については合致してると感じております。 

 県内4校ということで加計高校とか、加計高校の芸北分校、大崎海星

高校ですかね、それと西条紫水の4校が今登録されていると伺っており

ますんで、こういったことについては、やはり向原高校を残す意味では、

存続の意味ではいいコンセプトだと思いますんで、これ行政と活性化協

議会でしたかね、地元の地域の協議会がありますので、そちら、あるい

は学校とも話をしながら向原高校で取り入れる可能性がありましたら、

積極的に取り組んでいきたいなと思ってますんで、私としても高校の魅

力化の一環として前向きに働きかけていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  あわせてなんですけども、広島県教育委員会は2024年度から1学年1学

級の小規模な県立高校の活性化に向けた支援を拡充している状態です。 

 各校が生徒確保の取組などに使える経費を1校当たり年間200万円に増
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額し、活性化策を助言するアドバイザーを県教委に配置するというもの

です。 

 運営先であり一般財団法人地域魅力化プラットフォームに、この地域

みらい留学について確認したところ、既に今年度、向原高校へはアクシ

ョンを起こされたというふうに伺いました。そのとき、高校側は市内及

び市周辺からの学生の募集に注力するという回答で、保留としているそ

うです。 

 市として高校の生徒募集の取組について把握されているか、確認を伺

います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  お答えをいたします。 

 向原高校のですね、現状の厳しさは皆さんご承知いただいております

とおりです。 

 佐々木議員におかれても、先ほど来の質問も、それと提案も、そのこ

とに対する議員としての取り組む必要性を訴えていただいとるんだろう

と思います。 

 先ほどの県教委からのアクションに対する向原高校のお答えという部

分をつぶさに把握はしていませんけれども、今、向原高校は、取り組も

うとされていること、そして向原高校の活性化協議会、それとОＢで構

成される同窓会の組織があるんですけれども、桜窓会と言うんですけれ

ども、そういう団体とですね、一緒に考えて取り組まれようとしている

ことというのは、放課後の塾とかですとか、あと、下宿を確保するとか

ですね、で、これらの中に具体的にはハンドボールの部活を目指して来

ていただけるというところの、こう可能性をですね、いろんなところを

回りながら協議をして、また来年に向けて、いろいろ取組をしていただ

いております。 

 で、まずはその分を行政としてはしっかり把握して支援できること、

あるいは人的に支援をすることなどがあれば、そちらのほうを、まず優

先さすべきかなというふうに思っております。御指摘の向原高校がどの

ように、今、県教委のほうに具体的に回答されたのかというのを聞いて、

また、それに対して市として参画していく、あるいは意見交換をしてい

くというところが大事なのかな、そこから進めるべきかなというふうに、

今は思ってます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  はい、おっしゃるとおりかなというふうに思います。 

 取り組まれていることっていうのは、毎年、恐らくあると思いますん

で、この地域内留学っていう一つの選択肢があるっていうところを広く
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知ってもらえたらなというところの思惑もありました。 

 そういったところでいけば、今後の活用を考えてもらいたいというと

ころもありますし、実際、この地域みらい留学を生徒募集をかけるとし

ても、今からだと、令和9年度にかかる入学生を求めるというところに

なるので、来年の話には結局ならないというところで、今やられている

活動っていうところで生徒募集っていうところを取り組んでいきながら

ですね、存続に向けて活動していかないといけないのかなというところ

は思うところです。 

 地域内留学自体は全国から応募できるメリット、また認知度はですね、

日本全国の一つのホームページとして見れる環境の中に入るっていうと

ころで、費用対効果としては大きいのかなというふうに考えていまして、

今後そういったところ、向原高校と共同で考えていくっていうところを

主として地域内留学に関してですけども、再度お伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 佐々木議員のおっしゃるとおりだと思います。今、4校登録されてま

すけども、やはり県外からの生徒がかなり来とるということも、芸北で

言えば、ライフルで射撃でしたかね、そんなのに全国から生徒が応募し

て、ほとんどが、まず人数割合で言えば、県外のほうが多いというよう

な状況も伺ってますので、そういった効果が出とるということも十分認

識をしておりますので、この事業に乗るというのもしっかりと地元の活

性化委員会等も含めて協議をして進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  大枠２つ目に移ります。 

 子どもの仕事体験についてです。 

 タブレット導入（ＧＩＧＡスクール）や探究学習（ＰＢＬ）を踏まえ、

現代の子どもの学び方は進化しています。デジタルネイティブ世代であ

る子どもたちは多くの情報、世界中の情報に触れる機会が学びの中にあ

ります。そういった環境の中で、ネットの情報だけでなく、実際に体験

する大切さも再認識されているのではないでしょうか。 

 社会の仕組みを体験することで学ぶことができれば、今の学びにも具

体性が出るなど、いい効果があると考えています。 

 １つ目の質問です。 

 学校での学び以外に、仕事を体験する機会など経験できる子どもにと

って貴重な経験だと考えるんですけども、市の考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 
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○猪掛教育長  議員御指摘のとおり、実際の仕事を体験することは、子どもたちにと

って社会に出たときはもちろん、進路を選択する上にも重要な経験だと

感じています。 

 本市の場合、小学校では市内事業所への社会見学等を実施、あるいは

中学校においては職場体験活動を総合的な学習の時間に位置づけ、2025

年度は全ての中学校で3日から5日の体験活動を実施しています。自身の

キャリア経験の一環として主体的、探究的に進めていくことで学びを深

めていくという取組を実施しているところです。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  既に取り組まれているということで、市の考えのほうも理解できまし

た。 

 次の質問に移ります。 

 一方で、企業の担い手不足も併せて問題となっている中で、安芸高田

市の企業を知ってもらう機会として、かつ子どもが仕事を知るきっかけ

として地域まるごと職場体験といったような取組ができると面白いと考

えています。 

 安芸高田市で就職することで人口流出抑制にも寄与すると考えますが、

市の考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 子どものうちから本市の企業について知り、本市で働くということは

暮らしのイメージを持つ機会をつくるこというのはですね、将来の安芸

高田市の担い手づくりにもつながると考えますし、本人の成長のために

もとても大切なことだと思います。やっぱり、子どものときのそういう

体験が将来の仕事にもつながると思いますので。 

 御紹介をいただいた地域まるごと職場体験は、子どもにとっても地域

の企業にとっても興味深い取組だと思います。 

 しかし、本市の場合はですね、小学校では、さっきも教育長のほうか

らありましたように、市内事業所への社会見学、そして中学校では既に

職場体験活動を実施している実態もあります。まずは、この取組を充実

させたいと考えております。 

 そういった中で、やっぱり子どもというのは、このせっかくの機会で

すのでお客様扱いみたいな職場体験でなく、本当にあなたが必要なんだ

というような企業側の気持ちが伝わるような職場体験になると、やはり、

成果もまた増えてくると思います。どうしても何日間かの期間を過ごす

企業のほうも、けがなくとか、そういったトラブルなくいうような形で、

どうしても控えめなとこも出てきてかもしれませんので、そこはしっか

りと大切な人材なんだよというような思いで、しっかりその体験をさせ
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ていただければ、効果も出るんかなという思いは個人的にしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  おっしゃるとおりで、本当に大事な人材っていうところの意味合いも

あるので、企業側もやっぱりリスクじゃないですけど、懸念することは

あると思いますし、一方で、子どもたちには多様な職場っていうところ

があるということで、知るというきっかけになることは本当に大切だと

いうふうに考えています。 

 社会見学っていうふうになると、見るっていう、手を動かすとかでは

なく、実際見るだけっていうところになって、これ実際、情報化社会の

中でいったら、それこそ動画サイトとかでも、まあ調べれば見れてしま

うっていうような世の中になってきていて、やはり自分で体験するって

いうところの大切さっていうところは大きいのかなというふうに考えて

ます。 

 参考になる事例としてキッズダム広島という活動をしている団体があ

ります。こちらは過去広島で行われていた子供の仕事体験イベントって

いうのがコロナ禍で中止になったものを再度復活させようというふうに

取り組んでおられる団体で、広島県の企業が出店し、子どもたちに体験

を体験してもらうというプログラムです。 

 こちらは広島県全体の取組なんですけども、それが安芸高田市版とし

て開催することで、市外からも参加者が来る、なので市内だけの子ども

たちにっていうことではっていうことではなくって、市外の方にも安芸

高田市にある企業さんの情報というところをつかんでもらうっていうと

ころにも、機会としてよいのかなというふうに考えています。 

 実際、安芸高田市に住みながら市外に働きに出ている人っていう方も

いらっしゃいますし、また、その逆もあります。市として企業の継続性

を考えていくときには、近隣市町と協力して取り組む必要があるのかな

というふうに考えております。 

 ただ、安芸高田市が先導となって協力していくことで、今後の子ども

たちの仕事体験というところも含めてですけども、人口流出を抑制した

りとか、企業の存続っていうところも含めて効果が出てくるのかなとい

うふうに考えています。 

 で、改めて、施政方針のほうにありましたが、がんばる産業はまちの

原動力というふうに考える市の考え方に基づく具体的な動きをお伺いし

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  がんばる産業を応援するということで、マニフェストでお話をさせ

てもらっております。 
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 安芸高田市には工業会というのがあります。そして、我々が知っとる

会社以外にもですね、本当にいろんな技を持っておられる会社、工業も

たくさんあるということは、私も市長に就任させてもらってから知りま

した。 

 そういった意味で、そういった工業会あるいは商工会もありますけど

も、そういったところとしっかりと連携をしてですね、本当に、まだ皆

さんの認知されてないような分野が本当にありますんで、そういったと

ころをしっかり安芸高田市の誇れる工業として表にしっかりとアピール

をして、そういったものを、やっぱり子どもたちがこういった社会職場

体験等で知り得て、そして就職をするときは市外でなく、市内にこうい

った会社があるから、そこに就職をするという自然的な流れができるよ

うな取組をしていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  連携とＰＲというところで、とても大事な動きだと思いますので、期

待しております。 

 大枠3点目に移ります。 

 森林整備・活用についてです。 

 安芸高田市の森林整備についてお伺いします。 

 前回の第2回定例会で、同僚議員から落ち葉の堆肥化など、森林資源

の活用検討が質問されておりましたが、市面積の約80％森林である本市

において、担い手不足などの課題があり、手入れや活用が行き届いてい

ないというところが現状かなと思います。 

 森林の手入れをする人が増えると、シカやイノシシ、熊といった獣が

住居地域に出てくることが抑制できると考え、中山間地域に住む市民に

とっても大切なことだと考えております。 

 1つ目の質問です。 

 市が定める森林整備計画は10年の経過期間のうち半分がたちました。 

 2025年4月に見直しが行われた森林整備計画に期待されている方針に

ついて、現状の取組に関する評価と課題について伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

〇藤 本 市 長  お答えいたします。 

 令和2年の4月1日付で策定をしました市の森林整備計画の課題等踏ま

え、今年の4月1日付で、今後向こう10年間の計画を策定しております。 

 全計画からの課題として捉えて変更を追加した主なものについてはで

すね、近年増加してる山間部への太陽光発電施設工事の際の宅地造成及

び特定盛土等規制法に基づく技術的基準を準拠させること、また造林を

する際の鳥獣植栽本数を、杉ヒノキは1ヘクタール当たり1,500本からに
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下げました。 

 前回、計画を低密度にすることにより、コスト削減等を目指すこと、

さらに、本市の大きな課題である林業を従事者の育成や、その裾野の拡

大を図ることを明記したところです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  見直しがされた森林整備計画の中で、ちょっと自分が気になった部分

でいきますと、私有地対象面積の厳格化というところが気になりまして、

旧計画では１ヘクタールを超える面積の伐採に対して周知対象でしたが、

新計画では0.5ヘクタールを超える面積の伐採が周知対象となっており、

小規模な伐採でも周知が求められるようになったというところで、こち

らの見直しについて、どういう方針なのかというところをお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  先ほどの質問にお答えします。 

 計画のほうなんですけれども、見直しのほうは主に県の計画のほうに

沿って見直しをさせていただいてます。 

 で、周知の面積については、より狭く周知することを明記したもんで

ございます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  この周知面積の厳格化について、個人的には、皆伐と言われる、要は

広い面積を一気に伐採してしまうっていうことに一定のブレーキをかけ

るためなのかなというふうに捉えたんですけども、この森林整備計画の

中で、そういった周知面積の厳格化とかっていうところを含めて考えた

ときに、皆伐施業っていうところを進めていくのか、長期的に間伐を行

っていく、多間伐施業っていう方法を取るのかっていうところで、市と

してそういったところの方針があるのかお伺いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 小櫻産業部長。 

○小櫻産業部長  今の市の方針ですけれども、それぞれあると思います。全体的に皆

伐をしていかなければならないとこもありますし、中には細かいところ、

小さいところいうのは間伐で対応するとこもあるんですけども、また間

伐をする場合はそれに対応する、面積がないと、少ない面積を間伐をす

ると、残すといっても、そんなんはならないんで、それを計画的にでき

るような規模は必要かなと思います。それぞれによって対応はしていく

べきだと思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 
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 佐々木議員。 

○佐々木議員  はい、そうですね、多間伐施業に関しては広い面積が必要ということ

なんですけども、先ほども言いましたが、市自体が、80％が森林なので、

広い面積は恐らく有しているんじゃないかなというふうに思っていて、

そこのまとめていくことと管理していくことっていうところが、しっか

りができていけば、多間伐施業というところでもやっていけるんじゃな

いかなというふうには考えております。 

 次の質問に移ります。 

 本市においても、森林・山村多面的機能発揮対策交付金、現在は里山

林活性化による多面的機能発揮対策交付金として、こちらは令和4年度

の誤記になります。令和4年度まで事務事業として取り組んでおられた

が、現在は取り扱っていないという認識です。市として、今後活用して

いくのが望ましいと考えますが、伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えをいたします。 

 森林・山村多面的機能発揮対策交付金については、令和4年度まで取

組団体があり、その追加支援を行ってまいりました。 

現在、類似の事業メニューがひろしまの森づくり事業にあり、こちらを

利用されている団体が1団体あります。 

 今後も、森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、森林・山村多

面的機能発揮対策交付金事業、現在で里山林活性化による多面的機能発

揮対策交付金事業に限らずですね、様々な事業についてホームページ・

広報誌等を通じてＰＲを行い、里山林の整備・活用に取り組む活動組織

等を支援していきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  この対策交付金に限らずというところでの答弁だったので、森林整備

っていうところに関しては、雇用というか、産業としても成り立ってい

く土壌があるのかなというふうには考えていて、そこに過去の歴史の中

で、林業をする人がかなり減っているっていうところで、先ほどの子ど

もの仕事体験にも通ずるところがあると思うんですけど、まず林業とい

うものを知らない子どもたちが多くいるっていうところも、一つは担い

手不足につながっていくのかなというふうに考えています。 

 そういった意味でも、市として森林整備に関する取組、事業に関して

は幅広くやっていただければなというふうに思うところではあるんです

けども、森林整備、ちょっと広い意味のことにはなりますけども、森林

整備を踏まえて、市の里山林というところをどのようにしていきたいか

というところの考えをお伺いします。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  市の面積のほとんどが森林という安芸高田市です。その主は、やっ

ぱり森林組合あるいは営林署ですかね、国有林であれば、営林署の方々

に担ってもらってる。そこは人材不足ということで、先ほどもあったよ

うに、子どもの頃から自分の山も分からないような今の状況です。 

         そういった中で、子どもが、やっぱり山について触れる機会もないん

で、これは教育の分野になりますけども、ふるさと教育の中で山、森林、

この、やっぱり面積のほとんどを持っている、この山についてですね、

しっかりと教育の中で伝えていくということも必要でしょうし、市民の

皆さんも自分の山をですね、自分の子どもに伝えていくというような取

組は、今は多分ないんではないかなと。僕らのときは、子どものときに

はおじいちゃんがですね、自分の山を連れて歩いて、境林はこれだよと

かいう話もあったんですけども、そういったのも、今は多分ない世の中

になってるんだろうと思いますので、そういったところも、やっぱり市

民の皆さんも意識をしていただきたい、そういったところに、やはり市

の啓発というのが必要と思います。 

         そうはいっても、林業に関係される方の従事者の人口は減ってます。

森林組合の方も大変人材不足で、処理しなきゃいけない山はあるんだけ

ども、人手が足らないんで追いつかないという状況なんで、そういった

ところはどういうふうに人材を確保していくかというのも、担当課と森

林組合ともお話をしている現状です。まあこれは広域化も含めて必要と

なると思いますし、移住、定住をされる方の中で、その特定の森林分野

について興味を持っていただいた方に来ていただき、従事してもらうと

いうことも、もう何人かは今いらっしゃるようなふうですけども、そう

いったところの好事例もしっかりと宣伝をしながら、増やしていきたい

なというふうにして、やはり里山を守っていくというのは必要な取組で

すんで、市のほうも、その事業については優先順位をつけながら、支援

できるところはしていくという形で進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  次の質問に移ります。 

 林業のことを知る機会として、自伐型林業推進協会の中嶋健造氏の講

演が安芸高田市でも開催されます。この方は高知県から林業を始め、日

本人に小規模な林業を推進されている方なんですけども、10月4日に、

そのフォーラムがあります。このフォーラム自体にも、ぜひ多くの方に

参加してもらいたいというふうには考えております。 

 このフォーラムでは、サブタイトルとして防災という観点から山の手

入れの仕方や手法について知ることができる機会となっています。 
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 安芸高田市で林業に携わる人を維持していくために、今後どのように

取り組むか、ちょっと先ほどの分と改めてになるかもしれないんですけ

ども、考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 先ほどの繰り返しになるかもしれませんけども、本市の総面積の8割、

4万2,000ヘクタール余りが森林となります。大型林業経営体の育成が大

きな課題だと認識しております。 

 一方で、林業経営体では整備できない山林も多くあるというのが現実

ですので、自伐型林業等を推進する必要も一方ではあるんだろうという

ふうに思っております。 

 いずれにしても、林業がなりわいとして、成り立っていくような施策

を講じていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  2025年の3月には森林整備木材活用されている団体の方々と対話集会、

市長の対話集会という形で実施をされており、その中、報告書という形、

文面で見たんですけども、市長から発信されている言葉っていうところ

に森林整備を協力して進めていこうという気持ちが個人的にはやや弱い

のかなというふうに感じてしまいました。 

 ぜひ、先ほどの答弁にもあったように、資源として見ると、多様にあ

る、この森林というところ、先ほどもあったように大型林業家のほうで

対処しきれない山っていうのが、やはり安芸高田市にはたくさんあると

いうふうに思ってますので、一人一人とは、まあそこまで細かくとは言

いませんけども、携わる人っていうところを少しでも増やしていけるっ

ていうところで、今後、安芸高田市の山の、ひいては景観につながって

くると、個人的には思ってます。きれいな景色が残っていくっていう安

芸高田市をつくっていくために、今後の思いを最後伺って、質問を終わ

りたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  文面から私の思いが若干薄いように感じるという御指摘でした。そ

の辺はちょっと考えなきゃなというふうに思っております。 

 いずれにしてもですね、里山の整備、森林の整備というのは、この景

観の部分も当然ありますし、鳥獣害対策という部分でも必要になってお

ります。 

 そういった意味で、今度は整備した木材をどのように有効活用してい

くか、建築資材ばっかりにはならんと思いますので、そういった意味で
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はバイオマスとか、いろんな部分につながってくるんだと思います。 

 そういったところも総合的にですね、考えて、一番の、やっぱり課題

は従事者の増といいますか、増やしていくというところが一番の大きな

目先の目標にはなると思いますので、その辺のところはいろんな形で森

林組合、営林署、あの辺も含めてですね、考えていくように思います。 

 その次に、そういった景観を守るとか、木材の有効利用というのにつ

ながっていくと思いますので、ひとまずはそこの関わっていただく方を

増やすというところに力を入れていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 佐々木議員。 

○佐々木議員  以上で、私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で佐々木議員の一般質問を終わります。 

 ここでおおむね1時間が経過しましたので、11時まで休憩といたしま

す。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時４８分 休憩 

午前１１時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので、発言を許します。 

 13番 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  13番 宍戸邦夫でございます。 

 大枠2項目、通知をしております。 

 まず1項目め、人口減少と労働力不足について質問をいたします。 

 この件については、先ほど同僚議員、佐々木議員からも質問がありま

したが、大きく関わる問題じゃないかというふうに思います。 

 安芸高田市において、人口減少に追い打ちをかける若い世代の転出超

過と労働力不足は市全体の構造的な衰退につながるとともに、農業など

ものづくり産業を維持できなくなるだけでなく、教育、福祉、医療、介

護など全ての市政に関わる問題であり、その防止に当たっては、将来の

安芸高田市にとって最大の課題ではないかと思います。 

 そこで、次の質問をいたします。 

 (1)若い世代に安芸高田市の産業の魅力を伝え、地場産業への貢献と

いった労働へのやりがいの浸透を図り、例えば給付型のふるさと奨学金

制度の導入など、市の魅力を向上させることが安芸高田市内で働き、住

み続けたいと思うことにつながるのではないかと思います。 

 市長の見解をお伺いいたします。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 藤本市長。 
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○藤 本 市 長  宍戸議員の質問にお答えいたします。 

 現在、若い世代向けに行っている取組としては、先ほどの佐々木議員

の答弁で触れましたように、中学生向けの職場体験のほか、高校生向け

には市内企業の合同説明会を実施しております。 

 また、教育委員会では、卒業後、安芸高田市内に居住したときの奨学

金返還免除制度についても、2017年度から運用を始めております。 

 御指摘のとおり、人口減少に加えて、若い世代の転出超過が進むこと

によって、市の労働不足は大きな課題となっております。さらに対策を

講じていく必要があるのではないかということは思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  これは今の安芸高田市の現状を見てみますと、安芸高田市地域福祉

計画第2次計画期間が2025年から2029年ということになっております。

それを見ますとですね、10年前から比べると、15歳から64歳の人口がで

すね、3,360人減っております。それから、5年前から比べますと、

1,158人ということになっております。 

         その点、高齢者の方々、65歳以上の人口減少は、この10年で、推計で

はありますが753人、5年間で465人、それから14歳以下の人口が10年で

1,112人程度、それから、この5年間で507人と、15歳から64歳の世代が、

大幅に減少しておるわけです。 

 そして、この将来の5年間、2030年では、15歳から64歳までの人口が1

万588人と902人減少。それから、14歳以下が470人、65歳以上が682人、

これは推計になっておりますので、このとおりにはいかないと思います

が、今の、この市が計画を出しております数値を見ますと、こういう状

況になっておるわけです。これは当たっているなっていうふうに思いま

す。 

 そこで、この安芸高田の存続を目指すために、存続しなきゃなりませ

んが、今、質問をさせていただいたところです。 

 大体、今、安芸高田市も、私は魅力ある政策が多いように思います。

私の広島県に住む同僚議員のですね、仲間の皆さんも、安芸高田市は政

策がしっかりしとるんじゃないかなっていうふうな意見ももらうわけで

す。小さい市として財源が厳しい中にあって、これまでの執行部の皆さ

んの努力によって住みやすいまちづくりになっているというふうなこと

だろうというふうに思いますし、私もそう感じております。 

 人口が暮らす場所を選ぶ決め手っていうのは、やっぱりその町の魅力

が大きく影響するんじゃないかと思います。それは仕事内容や所得、生

活環境に、また特に人間関係、暮らしてもいいと思える何かがあれば、

ここに住んでくださるのではないかと、こういうふうに考えるわけです。 

 そういうことで、この質問をさせていただいておりますが、先ほど、
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例えば給付型のふるさと奨学金制度導入と言いました、市長もですね、

これを貸付型の奨学金制度については、私も承知しておりまして、これ

もいい制度だろうというふうに思います。で、これは貸付金ですから、

将来、原則返還しなきゃなりません。ただ、安芸高田市へ定住している

期間については免除と、こういう免除制度もあります。これ、私は安芸

高田市、進んだ教育行政じゃないかなっていうふうにも思っております。

そういう点でも、ある程度魅力がある町になっている。 

 これを、やっぱり安芸高田の市民はもちろんですが、市外の皆さんに

も周知して、これで安芸高田市はこういう町なんだということを、積極

的に、今、市広報でもいろいろ情報提供されておりますけど、ある市で

はですね、新聞などで広告を出して、大々的に定期的に出しておられる

市もあるようです。 

 そういうふうに市民はもちろんですけども、市外の皆さんにも安芸高

田市の関心を持っていただくような情報提供も仕方を考えられないかっ

ていう思いでおりますが、その点、いいアイデアがあれば、市長の考え

をお聞きいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  市の施策のＰＲの仕方というお問合せだと思います。 

 いろんな形が、今の時代であると思います。先ほど紹介をいただいた、

新聞媒体を使っての広告というのもあるでしょうし、今はＳＮＳの時代

ですので、ホームページ、あるいはそういったものでしっかりと打って

出るということもあると思いますし、そういった自治体のアピールをす

る機会というのはいろんなところであります。そういったところを漏れ

なく、まあ全てに参加をするというのは難しい現状ですけども、まあ費

用対効果、あの辺も含めながら効率的な、効果的な方法をですね、選択

していくように、職員のほうもそういったもののチャンスがあれば捉え

てですね、進めるようには考えて、もしあれば、そういった情報も上が

ってくるようになってますので、そういったところをうまく利用しなが

らやっていきたいというように思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  この情報提供っていうのは、大体1回程度になってしまうんですよね。

制度ができたときに1回と。 

 じゃなくて、毎年ということにはならないかも分かりませんが、何年

かに一遍はですね、こういうふうな魅力ある町ですよということを積極

的に情報提供するっていうのは、私、大事なんじゃないかというふうに

思います。 

 そういうことで、今質問させていただいたんですけど、先ほど給付型
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の奨学金制度のことについて話をさせていただきましたが、これ貸付金

ですから返さにゃいけんと。今、市内に高校が2校あるわけです。先ほ

ど向原高校の話も出ました。吉田高校もあるわけですけど、そこへ行か

れる生徒の皆さんに対する奨学金を給付型にするっていう、この貸付制

度っていうのはこれまで私も経験があるんですけど、なかなか返還がで

きてない状況で、その返還をしていただくために市の職員もですね、担

当者も相当苦労をしてきているというふうに感じるわけです。 

 そういうことで思い切った対策としてですね、市内の高校へ就学され

る生徒の方には半額補助するとか、もう全額給付するとか、そういうふ

うな思い切った制度があってもいいのかなって、極論ではありますけど。

そのことによって、安芸高田市の高校が存続できる。先ほど向原高校の

話もありました。そういうことからして、これは数は限定されると思う

んです。全員、じゃあ、この見ると、条件がありまして、貸付けに対す

る条件があります。 

 ですから、数は少ないと思いますが、そういうことも、ここの高校へ

行ってくださる生徒の拡大ということにもつながるんじゃないかという

ふうに思いました。 

 その点について、市長のお考えをお聞きいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 その貸付けですね。それ給付型、貸与型、それぞれデメリット、メリ

ットはあると思います。 

 まあ県内で、今、給付型をやってるのは竹原市のアヲハタ奨学金、基

金奨学生という、大学生に対しての奨学金があると思います。これは給

付型です。 

 ただ、この原資は、アヲハタというジャムですね。その会社の寄付金

を基に運用しているというバックがありますんで、これは一般財源が入

ってません。 

 安芸高田市として、もしやるとなると、やっぱり、その裏財というの

は一般財源になると思いますんで、その一般財源を給付ということで回

収しないものに使うというのがどうかというところも、やっぱり研究を

しなくてはいけないと思いますし、県内でやってるのはほとんど貸与型、

三次にしても福山にしても廿日市にしても、尾道、庄原、大竹、江田島、

それぞれが貸与型の奨学金となっております。 

 これ貸与ということなんで回収できるということで、一時的な財源の

投入にはなりますけども、返ってくるということでなりますんで、そう

いったところもしっかり考えていく必要があると思います。 

 数が、例えば1人、2人ということなんで、少数な人数、子どもに対し

て思い切って投資ということも理解はできますけども、といっても、そ
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このやっぱり税金の部分になりますんで、しっかりと考えて制度設計を

しなくてはいけないと思っています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  財源が厳しいっていうのはよく分かります。 

 今、安芸高田市はですね、給食費を無料化という制度で頑張っておら

れます。そういうことも考えられますので、将来にわたって検討してい

ただくということも大事なんじゃないかなっていうふうに思います。 

 この人口減少とか、やっぱり減るという、減少していくっていうこと

についてはですね、先ほど言いましたが、学校とか病院とかですね、そ

ういう施設、特に介護施設のですね、労働力が不足して、もう入居して

入院とか、入居をしてもらうことができないということもあります。吉

田病院にも、安芸高田市の場合には看護師さんに奨学金を幾らか補助す

るという制度もありますよね。そういうことからして、やっぱり新たな

発想を持った展開が必要なんじゃないかと、こういうふうに思いました

ので、質問させていただきました。 

 次の質問に移ります。 

(2)です。若者の市外流失や市内各企業や全ての産業等の労働力不足

の詳細な実態を調査し、これを踏まえた効果的で具体的な施策展開が今

必要ではないか。 

 そこで、関係機関や市内の民間企業等と連携し、市民総ぐるみで人口

減少対策と労働力不足解消のために取り組む仕組みづくりを考えてはど

うかと、市長のお考えをお伺いいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 今御指摘のとおり、若者の市外流出を防ぐというために、効果的で具

体的な施策を行っていることは必要というふうに思っております。 

 新たな効果的な取組の相手が各所から生まれるようにするためには、

やっぱり関係各所とですね、しっかりと連携をしていく必要があると思

います。 

 人口減少と労働力不足いうのは、行政だけではどうしても進めること

が不可能な施策ですんで、そういった団体あるいは関係機関としっかり

と情報連携しながら進めていこうというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  どうしてもこれは全国的にですね、人口が減少しとる中で、安芸高

田市だけ増やすというのは相当ハードルが高いとは思います。そういう
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ことは考えなくてはなりませんが、やはり、先ほど申しましたように、

介護施設の皆さん、経営者の皆さんに話をちょっと聞いたんですけど、

やっぱり働いてくださる職員がいないと。で、入居してから思うても対

応できないから、それがもうなかなかサービスが提供できないと、こう

いうところもあるんですね。 

 そういうことからして、私は、安芸高田市はそういう施設も多いと思

いますし、特に病院がなくなるっていうふうなことになれば、これほん

と若い人、住めないんじゃないかっていうふうにも思います。住む気に

ならないのではないかと。 

 そういうことからして、この産業別にでですね、どなたか出ていただ

いていろんな情報が入るような仕組み、工業会、先ほど話がありました

ように、工業会の皆さん、それから商工会の皆さんとか、それからいろ

いろ社会福祉協議会の皆さん、いろんな人材が安芸高田市にはたくさん

立派な人材がおられますので、そういうところで行政だけでいろいろ考

えるというのは、これ限界があると思います。 

 で、少なくとも年に1回程度ですね、その情報を提供してくださって、

これからの安芸高田市をどういうふうにしていくか、特に労働力につい

て、どう確保していくかっていうような議論をですね、やはりしていっ

たらどうかと、こういうふうに思うんです。 

 なかなか、職員さんもですね、今の仕事で精いっぱいというところも

あろうかと思いますが、一つの政治としてですね、政策として取り組ん

でいく必要がある。将来の安芸高田市のためにも必要ではないかという

ふうな思いがいたしますが、その点について、市長のお考えをお聞きい

たします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  はい、お答えいたします。 

 今おっしゃることも理解はできます。現在ではですね、やはり各職員

は各部で課題が生じたときには、やっぱりそういった現場との意見交換

をしっかりとしながら、その中で上がってきたきた意見とか課題という

のはですね、やはり政策会議とか幹部会議等でしっかり上がってきてい

る状況はできとりますんで、ひとまずはこれでいいんかなと思いますし、

私が今やってる、対話集会というのをやってますけども、そういった意

味で各、その事業の団体の人とですね、定期的にお話をさせてもらうと

いう、これはトップ会談みたいになるかもしれませんけども、そういっ

た中で意見をお伺いするということも可能と思いますので、差し向きの

ところは、その組織立ててそういった会議みたいなのを構成してやって

いくというところまでは、ちょっと思いに至ってませんけども、そうい

った部分をしっかりと、そういった今ある状況の中でしっかり補完をい

くようにしていきたいなというふうに思っております。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  今、職員さんがですね、いろいろと、いろんな各部門で頑張ってお

られるというのはよく理解できますし、優秀な職員さんばっかりだとい

うふうに思っております。実際、先ほど申しましたが、安芸高田市は学

校給食無料化とかですね、看護師さんに対する奨学金の助成制度とか、

いろいろこう立派な制度をつくってですね、政策展開をされておられま

す。これは安芸高田市にとって誇るべきことだろうと、こういうふうに

思います。 

 市民の皆さんが住みやすいまちづくりになってるという実績ではない

かと、こういうふうに思います。 

 これも先ほど申しましたが、これまでの執行部の皆さんの鋭意、努力

によって成し遂げられた成果だろうと、こういうふうに思います。 

 そういうことで、この質問をさせていただきました。 

 次の質問に移ります。 

 公契約条例の制定についてです。 

 行政は発注・委託した先の公共サービスの枠組の質にも公的な責任を

持つことは当然であり、その工事や業務で働く人たちの労働条件や労働

安全衛生を確立し、公共サービスの品質確保や安定的な供給にもつなが

る公契約条例の制定は、現在の安芸高田市にとって大切なことではない

かと思います。良質で安全・安心な公共サービスの提供に向けた公契約

条例の制定のための議論を始めてはどうか、市長の所見をお伺いいたし

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  はい、お答えいたします。 

 公契約条例については、過去も一般質問が幾つかあったように伺って

おります。 

 公約条例については、地方自治体が公共工事や業務委託などを行う際

に、その契約に従事する労働者の賃金や労働条件の最低基準を設定する

条例で、低価格競争により労働者が適正な労働環境の維持や公共サービ

スの質の確保ができないことを防止することを目的とするものと認識を

しております。 

 全国で90の自治体が、そして県内では庄原市の1市のみが制定をして

いると承知しております。 

 本市の公共工事や業務委託を行う際の積算を行うに当たっては、最新

の労務単価そして資材単価を適用し、市場価格を反映するようにしてお

り、契約後に急激に材料等の価格が上昇した場合は、単品スライド条項

により設計変更が可能になるような制度設計を設けるなどし、市場価格
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を適切に反映させる取組をしているところです。 

 現状、低価格競争による様々な問題が起きている状況にはないと捉え

ており、現段階では公契約条例の制定は考えるに至っておりません。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  この条例は労働者だけのためじゃなくてですね、もちろん労働者の

皆さんの働く環境を整えるということも大きな目標の一つなんですけど、

その企業にとってもですね、やっぱり社会貢献という面もありますし、

企業の市民からの評価という点では優良な企業になることによって信頼

を得られる企業と、そういうことになると、ある程度の労働力の確保も

できるのではないかと思います。 

 で、やはり安芸高田市に住んで、やっぱり賃金とか、その労働環境と

いうのも、住みやすい町、若い人が住んでもいいという選択肢の一つに

なるのではないかと、こういうふうに思います。 

 ですから、今現状はこれでいいと思う時期かもしれませんが、しかし、

将来にわたってですね、安芸高田市より公共サービスの向上に向けたま

ちづくりのためには、この条例というのが、私はもうあったほうがいい

のではないかと、こういうふうに思っております。 

 ただ、これは一方的に行政が条例を制定するということでは駄目なん

ですね。やっぱり企業の皆さんの企業努力もあるし、議会も協力も得な

くちゃなりませんので、そういう点からして、あえて私は議論を始めた

らどうかと、こういうふうに申し上げておるわけです。 

 その点について、市長のお考えをお聞きいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  議論を始めたらどうかということですけども、現状の状況について

は、先ほど説明をしたとおり、大きな課題もなくてですね、この入札制

度というのは進んでいいのかなというふうに思ってます。 

 これをすることになると、やはり事業者の理解も要りますし、具体的

にいろんな書類等も出していただかなくてはいけないいうことで、かな

り行政が企業さんの、その事業の内容まで、入り込んでいくようになり

ますんで、そういったところもしっかりと検討しなくてはいけないこと

になります。 

 それと社会環境が近隣の市町を含めて、こういったものが必要だとい

う状況、その状況になるいうことはあまり状況というのがよくない状況

になったときに、こういうことをしなくてはいけないと思いますので、

今の状況、当面は推移を見守りながら、そういった周りの状況も見なが

ら対応をしていきたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 宍戸議員。 

○宍 戸 議 員  これはすぐ、今すぐ条例を制定するっていうことではありませんの

で、安芸高田市には安芸高田市のですね、重要な環境がありますので、

そこの点については十分配慮しながら議論を始めていく必要があるので

はないかと思います。 

 以上をもって、私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、宍戸議員の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 4番、浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  4番、浅枝久美子。 

 9月ですね。本市も稲刈りのピークでございます。本日は田んぼの稲

穂と同じ黄色いシャツで参りました。本日の質問が実りあるものになる

よう、元気に質問してまいります。 

 通告に基づき大枠1点、オーガニックビレッジ構想と持続可能な一次

産業について質問をいたします。 

 近年、オーガニックや有機農業が単なる健康志向を超え、地域活性化

や持続可能な社会づくりのキーワードとして注目されています。 

 農林水産省が推進するオーガニックビレッジの構想は、農業だけでな

く、観光・教育・移住政策にまで広がるもので、環境保全、地域経済の

活性化、健康的な食の提供、教育・福祉との連携など、多面的な価値を

秘めています。 

 政府は、当初、令和7年度までに100市町村、令和12年度までに200市

町村の宣言が目標でしたが、既に令和6年度時点で131市町村が宣言し、

目標を大幅に前倒しで達成しています。 

 一方で、本市の農業の現状は厳しく、令和2年農林業センサスでは農

業就業人口は約1,600人、平均年齢67歳、耕作放棄地は598ヘクタールと、

この10年で1.4倍に増加しています。中山間地域特有の条件、すなわち

傾斜地や小さな圃場などでは機械化・大規模化が難しく、むしろ低投入

型で付加価値を高める有機農業が適しているとも言われています。 

 もちろん、農業振興の方向性は一つではなく、必ずしも有機でなけれ

ばならないわけではありません。しかし、持続可能な農業という観点に

立ったとき、化学肥料に頼らず、海外資源に依存しない地域循環型の生

産を提案しているオーガニックの考え方は、将来を見据えた有効な方向

性だと考えます。 

 本市がオーガニックビレッジ宣言をし、市民・農業者・企業・行政が

一丸となることで、地域の未来に大きな希望をもたらすと、私は確信し

ます。 

 そこで○1、3月の一般質問で市長からオーガニックは有効な手だてと

の答弁をいただきました。しかし、本市はオーガニックの構想に消極的
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なように見受けられます。市長の言葉が単なる理念にとどまらないよう、

具体的な政策として推進していくべきではないでしょうか。 

 そこで伺います。本市はオーガニックビレッジの構想をどのように捉

えているのか、その見解を伺います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  浅枝議員の質問にお答えをいたします。 

 オーガニックとは化学肥料や農薬を使用せずに、自然の力を生かした

方法で栽培加工された農産物や食品と位置づけられております。 

 で、現在の農業資材の高騰の中、化学肥料の使用削減など有効な手だ

てであるとは考えておりますけども、しかしながらオーガニック、有機

農法については、体に優しい農産物を栽培されるものとの認識はあるん

ですけども、有機農法の推奨は手間もかかるし、収量が落ちるというと

ころがあります。 

 今、安芸高田市で展開されてる農家の皆さんは、やはり安定した収益

の向上を図る観点から、今、大型化とかが進んでおります。一方で、オ

ーガニックビレッジというのも必要という思いは、前回でも答弁したよ

うに、私も思っております。 

 そういったところで全市的に、いきなりばさっと網をかけるようにす

ることが可能かどうかというのも、やはり農業経営をされている方の御

意見もお伺いしなくてはいけないと思います。その一方で、そういった

オーガニックに関するビレッジ構想、これ広島県で言うと、神石高原町

がやってると思います。 

 そういったところの情報も、今は取ってありますんで、そういったオ

ーガニック宣言をするまでに、どのような取組を神石高原が積み重ねて

こられたか、そういったところが安芸高田市と比較して、安芸高田市に

当てはめたときに、どのように展開ができるかというところも担当課と

研究しながらですね、理想は、このオーガニック宣言には持っていきた

いなという思いはあります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  想像していた以上にいい答弁をいただき、ちょっと動揺をしており

ますが、引き続き、私も以前、有機農法をしておりまして、採算が合わ

ないということで普通の慣行農法に移行しまして規模拡大も同時に始ま

ってしまったというのもあるんです。非常に、今市長が言われたこと、

収量が上がらない、で、採算が合わない。当時は10年前でしたが、販路

がないという、そういう部分もありまして、ただいま慣行農法に移行し

て、実はこういう思いもあって、昨年からまた少しずつですが、有機を

始めております。 
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 そういう中で、緑の食糧システム戦略というものもございまして、私

もそういうものを利用して、オーガニック、有機農法にもう一度チャレ

ンジしていこうと思います。 

 10年前はそういう波がなかった中で、現在は世の中が、世界中がそう

いう波になっています。ある意味、時代が来たなというふうに、今有機

農業者たちはみんな思ってます。 

 そういう中で、例としては、先ほどすごくいろんな問題があるという

ふうに言われたんですけど、大分県臼杵市というとこは、地域全体で土

づくりから消費まで一貫してオーガニックなまちづくりを推奨していて、

ユネスコ食文化創造都市にも認定されています。 

 土づくりに関しては、安芸高田市も、堆肥センターをはじめ、皆さん

で努力されて、現状、私も使わせていただいてます。そういういい飼料

もございます。独自の土づくりセンターで、臼杵市は安い有機肥料を提

供することで、コスト負担を軽減する取組をされています。 

 また、宮崎県ですね。宮崎県では非常に昔から有機農法が盛んなとこ

ろがありまして、綾町というとこですね。日本で最初のオーガニックビ

レッジとも言われ、有機農業の事例として広く知られていますが、こち

らは若手農業者を対象にした綾オーガニックスクールを設立して、有機

農業の担い手を育成しています。 

 先ほど来、同僚議員のほうからもありましたように、関係人口もしく

は移住者の一つの有機農業という部分を前面に出すと、そういう方たち

の、もしかしたら興味がある方たちが、安芸高田市に魅力を感じていた

だけるのじゃないかということで、この綾町というところの取組、非常

に、私、参考になるのではないかなと思ってます。 

 また、地元の小中学校の給食にも、もちろん有機栽培、されたものを

提供されていらっしゃいます。先ほどの大分県臼杵市もそうです。 

 言われたように、いきなりいろんなことをですね、チャレンジするの

ではなくて、まず安芸高田市で何ができるかっていうのをですね。農業

者の中で検討していくべきではないかなと思います。 

 その中で、また３番目の質問では、また別の質問をさせていただきま

すので、ぜひ、よい御答弁を待っております。 

 そういう中ですね、市のほうが、今、市長のほうがすごくいい答弁を

していただけたので、次に質問ということで、2番に移らせていただき

ます。 

 ○2番、オーガニックビレッジの構想は農業振興のみならず、地域課題

解決の糸口となり得ると考えます。皆さん御存じかと思いますが、共通

認識として発言いたします。 

 農林水産省はオーガニックビレッジ宣言をした市町村に対して、緑の

食糧システム戦略推進交付金による支援を行っています。この交付金は

有機農業の産地づくりに必要な施設、整備や技術支援に充てられます。
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有機農業に地域ぐるみで取り組むという構想は、環境負荷の低減につな

がり、市の掲げる持続可能なまちの実現に貢献します。 

 これはＳＤＧｓの目標達成にもつながるため、対外的なイメージアッ

プにもなります。これを利用しない手はないと、私は考えます。 

 本市として、この導入を検討する価値について、先ほどもちょっと言

っていただきましたが、再度見解を伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

先ほども触れさせていただきましたけど、オーガニックビレッジに取り

組む検討をすることは価値があると思っております。 

 議員が言われるように小区画圃場の利用に耕作放棄地の要望などにメ

リットがあるという思いはあります。 

 そういった意味で、課題もあるということ、繰り返しになりますけど

も、今、有機農法に取り組んでおられるグループさん等が市内に、あの

人とこの人はどうかなというふうに思い当たる方もいらっしゃいますん

で、その方々と一回お話をする機会をつくってみたらどうかなという、

逆に提案をさせてもらいますんで、もしよろしければ、その先頭に立っ

ていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  ちょっと先々に答えていただいて、ちょっと○3番の質問のほうに先

に答えていただくような形になってしまったんですけど、○3のほうに移

らさせていただきます。 

 では、次の質問、○3になります。 

 現在、市内の市民、農業者を中心にオーガニックビレッジ宣言を目指

し、協議会立ち上げの動きが始まっています国の事業である以上、市の

関わりが不可欠と考えます。こうし農業者の主体的な取組に対し、市は

どのように向き合うのか、申し訳ございません、もう一度見解を伺いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  すみません、ちょっと思いのほうが先に走ってしまって、次を言っ

たみたいです。 

 オーガニックビレッジ宣言をするためには、市がですね、有機農業実

施計画の作成を、まずする必要があると思います。それをもって宣言を

することとなるんだろうと思います。その後、実施計画の実現に向けた

取組として、暫定段階の取組や推進体制づくりを、まずは構築していか

なければいけません。 
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 この指導ができるノウハウを持った職員、あるいはＪＡの指導員が、

少し、今薄いのかなという思いがしております。 

 しかし、農業者の主体的な取組については、相談をしながら市にでき

ることをしっかりと協力していきたいと思いますんで、まずはそういっ

た民意ではないですけども、そういった意見交換をする場を、まず設け

てみるのが、まず第一歩かなと思いますんで、そういったところを、ま

ずは取りかかってみたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  私も有機をやっておりましたが、本当に多岐にわたって有機という

もの、自然農法も含めてですが、いろいろなやり方があります。 

 どれがいいとか悪いとか、そんなことはなくて、それぞれの圃場にど

れが合ってるか合ってないかという部分に関しても、ほんと6町それぞ

れのそれぞれの特徴のある土壌というか土地がありますので、一概に、

ある指導者来られたら、全ての場所でいいものができるとは限らないの

ですけど、そういう面も含めて、市の職員の方々も一緒になってですね、

農業者と一緒に勉強をしていくという形で足並みそろえてですね、ぜひ、

私はオーガニックビレッジ宣言に向けて歩みをしていきたいなと思って

おります。 

 国の事業である以上、市のほうが一緒になって動いていただかないと、

このオーガニックビレッジ宣言というものはできません。 

 そういう中で、現在、先ほども言いましたように、農業者もしくは消

費者ですね、そういう方たちで協議会を立ち上げて、年内には第1回の

協議会を、ぜひ開催しようということで、もういろんな資料のほうは出

来上がっております。今から多くの市民の方、農業者の方に声をかけさ

せていただいて、ぜひたくさんの方に、こういうものがあるんだよとい

う、取組を知っていただきたい、そういうとこから始めていきたいと思

います。 

 またですね、先ほど来言っておりますように、このオーガニックビレ

ッジ宣言をすることで、農業者だけでなくて、本当に多岐にわたって安

芸高田市、本市にとってプラスになるようなことが必ず起こると、私は

思っております。 

 まず、子どもたちの食育ですね。学校給食を、まずオーガニックビレ

ッジ宣言をすると、学校給食から、まず皆さん取り組んでいってるとい

う事例があります。で、それも無理ない程度にお米だけとか、ニンジン

だけどか、そういう部分をやられてるところがたくさんあります。そう

いう子どもの頃から、食と農業の大切さを学ぶことができるという部分

でも、オーガニックビレッジ宣言というのは価値があると思います。 

 そういう意識向上とか、健康増進にもつながるというとこに関して、



【速報版】 

 

132 

市長の見解を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  元の一番最初の回答で申しましたように、やっぱりオーガニックと

いうのは化学肥料や農薬を極力使用せずということなんで、そういった

意味では子どもの食育に関しては非常にいいんだろうと思います。 

 学校給食というところもね、しっかりと活用できれば、今、給食費は

無償化ではありますけども、若干そういった、実際にやろうと言ったと

きに、今度、そのオーガニックでできた農産品の価格がね、うちの予算

としてまち合うというところで、今度は課題としては出てくると思いま

す。 

 恐らく、ちょっと割高になるんかなというところはありますんで、そ

ういったところの投資の部分も考えながらオーガニックを給食に取り上

げるんであれば、そういったとこもしっかりと考えていかなきゃなとい

うふうに思いますけれども、いずれにしても、オーガニックいうのは体

にはいいし、子どものときからそういったものを食べながら育つという

ことは、健康にも十分いいんだろうというふうに、私も思ってますので、

私もオーガニックという低農薬、無農薬でやりたいんですけど、なかな

かそういうふうには、農業はできてないのが現状ですんで、そういった

ところを勉強しながらですね、進めていきたいというふうには思ってお

ります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

         浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  先ほど、ちょっと話が戻りますけど、指導者とかですね、そういう

部分に関しては研修会とか行かせていただくと、かなり広島県、もちろ

ん日本でも有機のことに対して指導者という形でいろんな市町村に関わ

ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。いろんな農法があっ

て、本当にどれも試してみたいなと思う中で、私の中で、やっぱり一番

の先生っていうのは地元の昔から畑や田んぼをやってるおじいちゃんお

ばあちゃんたちではないかなと思ってます。本当に難しく考えなくて、

有機とかオーガニックっていうのは、本当に昔の方たちがやってらした

農作業、栽培方法っていうのがオーガニックだと思います。 

 で、先ほど佐々木議員のほうが質問をされてましたけど、山に入って

ですね、本当に落ち葉を拾って田んぼに入れる、畑に入れる、そういう

ことだけでも全然、食物っていうのは大きくなっていくっていうふうに、

それはもう実証されてます。 

 そういう中で、そういう地域の方たちと関わりながら、こういう宣言

をすることによって活性化につながる、そういう部分に対してもすごく

オーガニックビレッジ宣言、魅力を感じて、市長もぜひ、すごく感じて
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いただいてると思うんで、こういういい御答弁をいただいてるなってい

うふうに思いました。 

 なんで、経済で、これは経済を地域内で循環させるという大きな目的

もあるので、まず、私、先ほど言いましたように、協議会が立ち上がっ

たときには、消費者の方々がですね、オーガニックに関してしっかり認

識を持っていただく、どういうものかっていうのを知っていただくとい

うとこに力を入れて、業者の方たちと一緒に技術を磨いていくという行

動に移っていきたいなと思っています。 

 今、まさに、協議会という器が立ち上がろうとしておりますので、市

長からいいって御答弁をいただいて、ぜひそういう動きっていうのに注

目していただいているということなので、協議会のメンバーが、ぜひ多

くの方に集まっていただいて、今後の方針は農業政策もしくは地域活性

化につながるような形に、これを持っていければなと思っております。 

 そういう中で、市長、最後に、このオーガニックビレッジ宣言をされ

ている市町ですね、そういうとこの首長の方々とですね、ぜひ一度会っ

ていただいてですね、いろんなお話を聞いていただけるような機会等が

ございましたら、ぜひいろんなことを、また私たち議員もですけど、情

報発信として、一般市民の、皆さんの方々とか農業者にも伝える手だて

だなと思います。 

 そういうことに対して、ぜひひと言お願いいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  県内でいうと、神石高原になりますんで、神石高原の入江町長さん

は昔から存じ上げてる人であります。そういった、再々会議でお会いし

ますんで、ちょっとその辺に特化した情報交換をしながら情報を得てみ

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 浅枝議員。 

○浅 枝 議 員  以上で、私の一般質問は終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、浅枝議員の質問を終わります。 

 ここで、13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時４８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので、発言を許します。 

 6番、南澤議員。 

○南 澤 議 員  6番、南澤克彦です。 
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 傍聴席のほうを見ますとですね、これまで教育行政あるいは教育に多

大な功績のある方々が傍聴に来られていて、いささか緊張しております

が、この緊張感をですね、力を変えて実りある議論をしていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、通告に基づきまして一般質問を始めていきたいと思います。 

 大枠1点、教育の本質について議論を進めていきたいと思います。 

 2025年3月に第3次安芸高田市教育大綱が定められ、中学校統合に向け

て、また第3期学校規模適正化推進計画が策定されています。 

 新たな学校をつくっていくに当たり、まずは基礎・根本の部分を改め

て議論し、認識を深めていくことがよりよい学校づくりにつながると信

じ、質問を行います。 

 まず(1)です。 

 そもそも何のために勉強するのでしょうか。 

 私が子どもの頃は、いい大学に入って、いい会社に就職するためとか

ですね、将来の選択肢を広げるために勉強をするんだよというような答

えをよく聞いていたように思います。 

 一方で、教育哲学者の苫野一徳氏の著書『勉強するのは何のため？』

という本ではですね、その答え自由になるため。自由というのは、ここ

で自由というのはわがまま放題ではなくて、できるだけ、その人が納得

して、さらに、できるなら満足して、生きたいように生きられるように

なるため、と答えを述べています。 

 さらに生きたいように生きていくためには、何かしらの力が必要で、

その力を身につけるために学ぶ、勉強をするのだと書いています。 

 私自身は、これは納得できる答えではないかというふうに感じますが、

このことについて、教育長、所感を伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  ただいまの答弁に対し、答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  ただいまの南澤議員の質問にお答えします。 

 教育基本法では、第5条2に、義務教育として行われる普通教育は、各

個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を培

い、また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う

ことを目的として行われるものでとするとあります。 

 第4次安芸高田市教育振興基本計画では、基本理念を未来に生きる力

を高める安芸高田教育の推進としております。 

 子どもたちの可能性を広げ、社会の一員として自立し、よりよい社会

を築いていくための土台づくりとして勉強があるのだと捉えています。 

 議員が引用された苫野氏は、教育哲学の観点からそのような結論にた

どり着かれたと推測しますけども、共感できる部分も多くあると思いま

す。 

○石 飛 議 長  以上答弁を終わります。 
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 南澤議員。 

○南 澤 議 員  はい、先ほど答弁にありましたとおり、やはり自立していく、その

ための能力を培ってよりよい社会をつくる土台をつくっていくというと

ころで、ニュアンスは違うんですけども、やはりこう自分で考えて自分

で判断をして、で、自分で行動をすると、そういったところが自立だと

思いますし、言葉を変えれば、自分の生きたいように生きる、自分で判

断をして自分で考えて行動していくというところは共有できるのかなと

いうふうに思います。 

 日本国憲法を見ますと、第12条ですね、憲法では国民に保障する自由

及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。

また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の

ためにこれを利用する責任を負うとあります。 

 この自由は、憲法にも保障されているところでありまして、そういっ

た意味では、憲法から考えても、この自由を求める。で、自由に生きて

いくための力を学校教育で身につけていくという部分は、一定言えるこ

となのかなというふうに思いますが、その辺り、ちょっと改めて御答弁

いただければというふうに思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  自由に生きるということでございます。これは憲法のほうでもそうい

うふうに規定がございますけども、自由に好き勝手にやるということと

は、また意味が違うんだと思います。自分がやりたい方向を見つけて、

それに向けて何の邪魔もなく向かっていけるというような捉え方だと思

っておりますので、そういう意味では教育の方向性もですね、それに沿

って行っていくというのが基本だと思っております。 

○石 飛 議 長  以上、答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  おっしゃるとおり、好き勝手に振る舞っていいということでは、決

してないと思います。その辺りは、また(3)辺りでですね、議論をして

いきたいと思います。 

 でも、ある程度認識で共有できる部分もあるのかなというところで、

次の質問に移っていきたいと思います。 

 (2)なぜ勉強を強制されるのか。 

 生きたいように生きるために力を身につける。そのために学ぶはずな

のに、学校における勉強というのは、その勉強をする内容も時間割、ペ

ースもですね、ある程度一方的に学校のほうで決められてしまうんでは

ないかなというふうに思います。 

 そういったところも踏まえて、今、安芸高田市では、家庭学習、宿題

についてもある程度本人の自主性に任せたり、探究学習も力を入れてい

て、未来チャレンジ学習ですね。主体性を重んじる取組が推進されてい
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ることは承知しておりますが、普通の授業においては、学ぶ内容につい

て、学習者、子どもたちに主導権はないというような状況にあるんでは

ないかなというふうに考えています。 

 このことはさきの一般質問でも、令和6年の12月の一般質問でも認識

の共有がされているかというふうに思います。 

 で、結果的に自分はやりたいと思ってるわけではない学習が学校で行

われることがあるわけで、このやりたくないことを強制的にやらざるを

得ない、やらされるということがですね、今課題になっている不登校や、

所によってはの学級崩壊というような言葉も出てますが、こういったこ

との一因になってるんではないかと私は推察します。 

 で、先ほど紹介した苫野氏の本ではですね、この、なぜ勉強を強制さ

れるのかという問いについて、自分の直面した問題をどうすれば解決で

きるかを考え、そのために必要なことを、学ぶ力を育むためと解を示し

ております。 

 このことについて、所見をお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  まず、本市の義務教育において、強制的に勉強をさせているというこ

とはございません。 

 授業のみならず、学校生活の全ての活動を主体的に行うことは、子ど

もたちの力を伸ばしていく上で大変重要な要素となっています。 

 学習内容については、学習指導要領で定められていますが、それは、

普通教育において地域差を生まないためのものです。学習内容を子ども

たちが主体的に学べるように、教員の力量を高めていく必要があると考

えます。 

 また、先ほどの自分の直面した問題をどうすれば解決できるか考え、

そのため必要なことを学ぶ力を育むために、本市では未来チャレンジ探

究学習を推進しており、子どもたちが探究的に学べる環境づくりを進め

ています。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  おっしゃるように主体的な学習、本市で進められていることは重々

承知しております。 

 各学校の教育目標は言えば研修主題とかいったものを拝見すると、や

はり事実であったりですね、主体的な学びだったりといったところが各

校で教育目標の中に取り上げられていて、そのことを推進しようという

状況というのは見て取れるなというふうに思っていますし、そういった

ことについては、理解が十分あるなというふうに思っています。 

 ただ一方で、じゃあ、子どもたちが学びたいという、内側から学んで

いきたいという欲求、欲望に沿った形で授業が展開されているかという
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と、その子どもたちは知りたい、学びたい、やってみたい、その点でで

すね、子どもたちの内圧的な動機なのか、それとも、この時間はこうし

なさい、ああしなさいということで指示があって進んでいくのか、そう

いったところでは、どうも後者のような気がしているんですけれども、

その辺りはどのようにお考えですか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  まず、授業の内容については、先ほど申しましたとおり、学習指導要

領というものがございます。これによって多く、必要最低限、このぐら

いのことは学校の中で子どもたちにしっかりと教えるというか、学力を

つけるというか、認知をさせるというか、そういうことをしなければな

らないなというものはそれになります。 

 ただ、その方法についてはですね、いろいろなやり方がございます。

例えば、安芸高田市で申しますと、先ほど申しました未来チャレンジ探

究学習、これについては自分の興味を持った課題などについては、どん

どんどんどん深く追求していって、なぜそうなっていくのかというとこ

ろを見つけ出そうという取組ですけども、そういった主体性を伸ばすや

り方というのも大切になります。 

 もう一つは、今いろんな学校でやっておりますけども、共同学習とい

うのがございます。これは先生が一方的に教える授業じゃなくて、子ど

も同士がグループをつくって、その中でいろんな考えなどを出し合って、

分からないことなどを、そのチームの中で話をしながら解決をしていこ

うというような取組です。そういったこともございますので、やはり、

自主性を重んじた教育のほうに全体的にシフトしているのかなというふ

うに考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  学習指導要領があって、ある程度学ぶべきものが決まっていると。

そのこと自体は決して悪いことではなくて、子どもがどんな力を身につ

けたら社会で活躍できるんだろうと、子ども自身が考えてもですね、な

かなか、その全てを想像することというのは難しいと思いますし、どこ

から学んでどういう順番で学んでいくと、きちんとした体系的な学力が

身につくのかということも、子供自身が自ら考えてそれを身につけてい

くというのは、なかなか難しいことではないかなというふうに思います

ので、一定程度、これまで培ってきた学び方、それはその結集されたも

のが、指導要領だと思いますので、そこに準拠した形で進めていくとい

うのは理があるなと思います。 

 ただ、一方でですね、その学習をする側としては、今、自分が学んで

いることが果たして生きていく上で、どんな場面でどのように役に立つ

んだろう、これを学んで身につけることによって、自分はどんなことが
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できるようになるんだろう、何のためにこれをやってるのか、どう役に

立つのかといったところがですね、授業の中で、あるいは学校の中で全

体を通して提示されて、あっ、それだったらぜひ身につけてみたいと、

この1年間を通じて習得してやろうと、そういうような意欲を持って、

自分はやりたいと思って授業をするのと、とにかく与えられるので消化

していかなきゃいけないというのでは、やはり結果が異なってくると思

うんですが、現状、これをすることによって、これを学ぶことによって

何が身につくのかというようなことについて、学校で提示をしたりとい

うような取組はされてますでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  その各学校の取組の具体的なところまでは、私もちょっと全部は把握

しているわけではございませんけども、やはり自主的、主体性を持って

子どもたちの自立を促していく、そういうことをするためには、たとえ

学習指導要領の中にある事柄であっても、やはり授業の進め方、もって

いき方、そういったものは先生の工夫による部分が多いと思います。そ

れを学校全体で教育目標としてちゃんと、その目標に合ったように、い

ろんな面で学校経営をされているのが校長だと思いますし、そういった

研修を含めてしっかりと、それを踏まえた取組を、各学校の現場のほう

でしていただきたい、そのようにちゃんとしていただいているものとい

うふうに考えてます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  学習指導要領に基づいて進めていく中で、学校のほうで、今はそう

いう主体的に学べるような導入というものも考えてやっているだろうと

いうような御答弁だったかと思います。 

 実際、そういう部分も多々あるんだろうというふうに考えております。 

 で、そうした中で、今、学習指導要領、まさに指導要領は10年に一遍

ぐらいずつ改訂をされている中で、次期学習指導要領が2030年頃制定さ

れるというようなところで、その中身をどのようにアップデートしてい

こうかということで中教審のほうで議論をされているかと思います。 

 今回大きなところで、今出てる素案をですね、拝見しますと、だいぶ、

その授業の時間割、これまで1,015時間が小学校4年生以上は課せられて

ると思うんですが、ここの中身を学校のほうで裁量を持ってですね、少

し、これまでの時間を減らしてほかの授業に充てるとか、そういった形

で、この主体的な学びができるような裁量を自治体、教育委員会、学校

に持たせられるような方向で話は進んでいるかと思いますが、この辺り、

以前も、不登校特例校とか、学びの多様化学校のところでカリキュラム

の、この自由度を持たせて、子どもたちがより主体的に学べるようにし

てはどうかというような提案もしてもらってるんですが、この辺りの国
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の動向も踏まえて、現状、その時間割についてですね、どのようにお考

えかというのを、ちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  学習指導要領については、恐らく2030年の前にある程度の提示があっ

て、それに基づいて準備、教員の研修とかも含めて、それがあって2030

年頃から完全実施をするという流れになっていくんだろうと思います。 

 全体的には、我々が子どもの頃からですね、その知識を詰め込むとい

うか、知識をとにかく得る、得させる、そういうような学校の教育内容

から、やはり、その課題解決型というか、こういうときにはどういうふ

うにすれば、その回答に近づいていくんだろうというふうな考え方を導

いてやる。そこの訓練というか、そういったふうに流れて、どっちかと

いうと、そっちが強くなっていくんかなというふうに考えております。 

 学校等も、今、まだ指導要領の改訂の内容がはっきり示されておりま

せんので、そこらを含めてですね、やっぱり示されますと、それに基づ

いていろいろと対応も考えていかなければならないというふうに考えて

おります。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  これからのことですので、まだ状況で、話が出始めたところという

ようなところで、それはおっしゃったとおりですね、対応をしていく必

要はあると思いますので、引き続き共に考えていければなというふうに

思っております。 

 今年の6月の総務文教常任委員会のほうで、本市の目指す義務教育に

ついてという資料で、所管事務調査をされてます。 

 この自分の直面した課題を解決していって学ぶというところで、やっ

ぱり人それぞれ得意分野があったりですね、興味があるところがあった

り、あるいは苦手なところがあったりということがあると思うんです。

興味関心だったり、得手不得手に添った形で、この画一一斉の授業じゃ

なくてですね、それぞれの個人の特性に合った形で学びが進められるよ

うな時間割の組み方というか、授業構成、そういったものが必要ではな

いかなというふうに思います。 

 それを個別最適な学びと呼ぶんではないかなというふうに考えるんで

すけども、今、この本市の目指す義務教育についての資料を見ますと、

やっぱり不登校とかですね、特別支援教育に係るところで、この個別最

適な学びを、授業が展開されているというふうに考えるんですが、もち

ろんそういった方々、そういった子どもたちの支援というのは大切なこ

とだと思いますし、現状、取組は安芸高田市で進んでるほうだというふ

うに認識をしているんですけれども、個別最適な学びというのは、そう

いった方だけではなくて、全ての子どもたち、学習者に対してそれぞれ
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の最適な学び方があるんだと思うんですけれども、今、この本市が目指

す義務教育についてを拝見すると、そのように捉えられてないのかなと

いうふうに、ちょっと疑念を覚えるんですが、その辺りについて、ちょ

っとお考えをお聞かせいただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  今、指摘がございましたように、個別最適な学びというのは全ての子

どもたちに通じることでありまして、一部の子どもたちのためのことを

指すわけではございません。 

 そういう面でいうとですね、やはりいろんな問題を抱えている子ども

たちに対しては、そういった取組も必要ですし、通常、一般の教室にい

る子どもたちの中でも、やはり学習の進度によって少し差があるとか、

いろんな課題がございます。そういったところが、やはりテスト等をし

ますと、その結果が出てまいりますので、そこらを見ながら、どこが弱

いと、そういったのも個別最適というところで言うたときに、どこを今

から力を入れていかなきゃいかんというようなことをですね、学校の中

で、教員の中ではしっかり研修をして、それを次に出していくというよ

うな取組をしているところでございます。 

○石 飛 議 長  以上、答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  今の個別最適な学びという文脈の中でいうと、ここには書いてない

けれども、各学校のほうでやってるよという、そういう御答弁だったと

認識してよろしいでしょうか。 

○石 飛 議 長  猪掛教育長。 

○猪掛教育長  各学校では、やはりそれぞれのクラスの状況であるとか、それぞれ個

人の学びの理解度の把握というのは常々しておるはずですので、それに

基づいて、じゃあ、どういうふうにしていくのが最適かということにつ

いては、学校のほうで考えて取り組んでいるというふうに思われます。

やはり、この教える教員の側のスキルとの兼ね合いもございますので、

そこらはしっかり研修のほうを充実してまいりたいというふうに思いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。  

○南 澤 議 員  はい、分かりました。 

 では、次の質問に移りたいと思います。 

 （3）公の学校は何のためにあるのかについて議論をしたいと思いま

す。 

 先ほど来申してますように、誰だって自分が生きたいように生きてい

きたという思いはあると。それがただのわがままじゃいけないというの

は、先ほど話したとおりで、もし誰もが自分の自由だけを主張してやり
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放題、やりたい放題、好き勝手に振る舞えば、当然、対立や争いが生じ

てしまいます。 

 そこで、先ほど紹介した書物ではですね、私たちは自分が自由に、生

きたいように生きたいのであれば、他者の自由もまた認めることができ

なくてはならないと言い、これを自由の相互承認の原理というふうに提

示しています。 

 対立や争いが生じるときに、お互いの自由を尊重しながら対話を通じ

て折合いをつける。合意をし、ルールに基づきコミュニティや社会を運

営する。この自由の相互承認の原理を理解し、その感度を身につけるこ

と。また、これを自分の出身、家柄等にかかわらず、社会全体で共有す

ること。これが公、学校教育がある、このために公教委はあるんではな

いかというような答えを、この書物では出しています。私はそのとおり

かなというように思うんですけれども、このことについて、所見を伺い

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  教育基本法第4条、教育の機会均等等に、全ての国民は人種、信条、

性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって教育を受ける機会を奪

われてはならない。国及び地方公共団体は、教育の機会均等を確保する

ため、教育上必要な施設を設置し、学校の制度を整える等適切な方策を

講じなければならないとあります。 

 あらゆる子どもたちに質の高い教育を提供するために、地方公共団体

の責務として公の学校を設置しているという状況です。 

 先ほど言及のありました苫野氏の部分の引用、それもですね、これに

当たるのではないかというふうに思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  教育基本法の部分で、全ての子どもたちに平等に教育が与えられる

というところを引用していただきましたが、先ほど私のほうで言及しま

した日本国憲法の第12条も、その自由について、国民はその自由を濫用

してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する、

責任を負うとあります。 

 で、当然、憲法のほうがですね、上にくるわけなんですけれども、公

共の福祉という言葉をですね、自由の相互承認というふうに読み替える

こともできるんではないかなというふうに思います。 

 つまり、みんなで話し合って、みんなの思いが折合いをつけていく、

そうしながら誰かだけを特別じゃなくて、みんなで合意を形成しながら

社会を運営していくと、そういう社会をつくっていかなければならない

というのは憲法に規定されるところで、で、これを、この感性を学校教

育の中で、学校生活の中で子どもたちに身につけてもらうと、そういう
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必要があるんではないかなというふうに思います。 

 子どもたち、当然いろんな活動をしていれば、いろんなトラブルがあ

って、どうしたのと。やっぱり一概に駄目だと言うんじゃなくて、それ

ぞれどういう思いがあって、そういう行動に至ったのか。その行動に至

ったときに、それぞれの思いを聞いて、お互いどう思うのか。このまま

争いを続けていったら、どんどんけんかがエスカレートしていってしま

いますし、最終的にはどっちが強いのかみたいな話になってしまうと思

うんです。そうではなくて、お互い同じ権利を持った者として、どう折

合いをつけながら生きていくかということを常に話合いをしながらお互

いが合意できるところを探していくというプロセスが必要なんだろうと

いうふうに思いますが、改めて、この自由の相互承認という原理につい

て、これは学校のみならず社会全体、我々の暮らす社会でもそうだと思

うんですけれども、そういった感性を子どもの頃から、やっぱりしっか

りと培ってきてほしいなというふうに思うんですけれども、その辺りの

お考えをお聞かせいただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  議員の御指摘になりますように、自由の相互承認いいいますか、お互

いがお互いの自由を認め合って、その中で、一番よりよい方向性という

ものを見出していく。で、それは合意が大切ですし、そういった取組と

いうのは、やはり教育の中でも根本に置くべき考え方だというふうに思

っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  ある程度思いが共有できましたので、次の(4)に進みたいと思います。 

 まとめてみると、全ての子どもたちが自由になるための力を育み、自

由の相互承認の感度を育むということが教育の本質ではないかと、私は

考えるわけですが、その辺りもある程度、認識は共有できたというふう

に思います。 

 そうした感性を共有した上で、対話による合意形成によってルールを

定め、自分たちの学校・社会を自分たちでつくっていくという主体性を

育み、子どもたちのみならず、市民全体で共有できる状況をつくってい

く必要があるのではないかと考えます。 

 一方で、現行の安芸高田市教育大綱や教育振興計画を確認すると、子

どもたち一人一人の生きる力という言及、これは自由につながるところ

だと思うんですけども、まあありますし、他者を尊重するという意味で

は、先ほど自由の相互承認という部分も読み取ることができます。が、

今申した、対話によって合意形成をしてルールを定め、自分たちの学

校・社会を自分たちでつくっていくという主体性の部分については、言

及が乏しいんではないかというふうにと感じています。このことについ
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ての御認識をお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先ほど来も議論もさせていただきながら、私も教職課程を受講しと

ったときですね、こういう議論をしたなというのを思い出しながら聞か

せていただいておりました。 

 質問にお答えいたしますけども、教育大綱は本市の教育行政の基本指

針となるものであり、教育振興計画は本市の教育大綱を受けて、本市教

育の進むべき方向性と施策等を総合的に示したものとなります。 

 したがって、教育の大きな方向性を示すものであり、指摘のような部

分についての言及はしておりません。 

 ただし、対話による合意形成によってルールを定め、自分たちの学

校・社会を自分たちでつくっていくという考え方は、私自身も市民との

対話を掲げていることもあり、非常に大事であると感じております。 

 対話をする相手によって、または場所によってですね、いろんな意見

が出ると思います。その中で、どういうふうな、これ数学等だったら1

足す1は2という一つの答えしかありませんけども、それ以外のいろんな

部分では、どこかで折合いをつけるというか、方向性を示すときには、

この対話というのが必要でありますし、その対話の中に自分の意見をし

っかりと出せるために学ぶということも必要なんだと思います。 

 そういった意味で、御指摘の点については、私も非常に大事であると

思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります補足を。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  教育大綱あるいは教育振興計画への言及については、ただいま市長が

答弁したとおりでございます。 

 で、対話による合意形成ということでございますが、これについても、

小中学校の特別活動の学習指導要領にも言及がございます。本市小中学

校でも、とりわけ重要視しているところです。また、広島県内の自治体

の中でも、全小中学校でいち早く校則の見直しにも着手をしております。

児童生徒を含め、対話による合意形成を図り、ルールを定める取組をし

ているところでございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  今の御答弁、教育大綱や教育振興計画に、その文言はないけれども、

大事なことだと、重視してるという御答弁だと受け止めました。 

 では、次の質問に移ります。 

 教育基本法の第1条に、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な

国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国
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民の育成を期して行われなければならないとあります。 

 で、その後半部分、平和で民主的な国家及び社会の形成者としてとい

う部分は、まさに今お話ししましたとおり、対話による合意形成によっ

てルールを定め、自分たちの学校・社会を自分たちでつくっていくこと

であると考えられます。 

 先生たちが勝手に決めたことに従わせられるということではなくて、

自分たちがお互いの自由を尊重した上で決めたことだから守る。 

 もし決めたことに違和感があれば、また話合いの上で変えていけると

いう感覚。これは、つまり主体性だったり、主権者教育だったり、当事

者意識というもので、これを育む指針を教育大綱や教育振興計画で示し

ていくべきではないかと考えます。 

 この問題について、市長及び教育長の考えをお伺いできればと思いま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 その対話の重要性については先ほども述べさせていただいたように、

私も十分理解しておりますし、必要だと思ってます。 

 議員指摘の内容については、本市の教育振興についても大変重要だと

いう思いでいます。 

 よってですね、時代の変化やニーズ、次の学習指導要領の改訂などを

見極めて、次期教育大綱策定の際にはしっかりと、この辺をくみ取って

いきたいなと思っております。 

 ちょっと話は変わるといいますか、関連ですけども、私も先ほどから

ずっと聞かせていただきながら、不登校が、今、安芸高田市で大きな課

題となってます。 

 そういった中で、教育の制度、明治ぐらいから150年ぐらいで、みん

な同じ方向でいこうという感じでシステム化されたんだと思います。そ

ういった中で、時代が変わってくる中で、それにシステムのおかげで苫

野さんの文献とか、いろいろ見させていただきましたけども、おっしゃ

るとおり、システムになじまないお子さんが最近出てきて、だから友達

関係とか先生との関係とかでなく、そういった後決めで同じ方向を向け

てやる教育が、不登校のお子さんを増やしているいう部分、多分あるん

だろうというのは否めないなと、私も思いました。 

 そういった意味で、多分、南澤議員も思っておられるんでしょうけれ

ども、福島県の学び舎ですね、そういったところの、安芸高田市もどう

かなという思いもお持ちなんかなという、思います。・・・学校の中で、

そういったところも、私も本当に、この不登校についてはどうにかしな

くてはいけないという思いがありますんで、教育委員会としっかり、そ

の辺は連携しながらやっていきたいなという思いを、ちょっと申し添え
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させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  先ほどの考え方、教育振興計画で示していくことにつきましては、教

育委員会のほうでしっかりと検討していきたいと思います。 

 本市では、子どもを大切にするということを大前提として、日頃か

ら小中学校へ指導し、教育活動を行っています。 

 子どもに寄り添い、思いを教示しながら教育活動を進めていくことも、

安芸高田市の学校文化として確立していきたいというふうに思っており

ます。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  重要性は共有できて、今後の教育大綱だったり振興計画にのってく

るというようなところが、可能性として大いにあるなというふうに捉え

ました。 

 でですね、統合、中学校統合のことを引合いに出したんですけれども、

これから新たな中学校をつくっていくと。今6校ある中学校を一つにま

とめていこうという中で、ルールですね。今、学校のルールといえば、

一つは校則っていうことになるんかと思いますが、こういったものも、

やはりある程度たたき台は必要と思うんですけれども、そのたたき台、

出てきたものについて、やっぱりそれぞれ児童というか生徒ですね、生

徒だったり保護者だったり、こういった方々が、やっぱり話し合って、

自分たちで子どもたちの外へ行く、巣立っていく環境をつくっていくと

いうことで、校則ないしは学校の決まり事をですね、自分たちでつくっ

ていくようなこともしていってはどうかなというふうに思います。 

 というのも、現状、いろんな保護者の話を聞くにですね、統合をする

ので、今は少人数でやってるけれども、それがちょうど自分が受験の、

子どもたちが受験にかかるときに環境が変わって、その受験に大きな影

響を及ぼしたら困るな、それぐらいだったら、統合するのは分かってる

んだから、統合を避けて私立の中学校に行ってみようとか、よそに行こ

うかみたいなことをおっしゃる保護者の方も中にはいらっしゃって、そ

ういう意味ですね、この中学校統合っていうのは新たに町の求心力を生

む、魅力的な学校をつくって、そこを目指して、みんながその学校に行

きたいんだと思うような学校をつくっていかにゃいけんときにですね、

かえってよそに人が逃げてしまうようなことになりかねない、そういう

可能性もはらんでいるんだというのを、いろんな方々の話を聞くとです

ね、危険性というかですね、その可能性を感じてしまうところがありま

す。 

 ですが、自分たちが育っていく、自分たちの子どもたちが力をつけて
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いく学校を、やっぱり期待を持って迎えたいと思いますし、そういう学

校をみんなで協議をしながら、みんなでそれぞれの自由、尊重しながら

合意を形成していって、で、つくっていく。駄目なら変えていける。駄

目というか、やってみて、ちょっと違うなと思ったら変えていける。自

らの学校、自らの町を自分たちでつくっていけるんだと、そういう町の

一つの、そういう方向性に町が動く一つのきっかけになるんではないか

なと思うんですけれども、そのような形で学校のルール、みんなでつく

っていくような取組を今から進めてはどうかなというふうに思うんです

が、その辺りについて、お考えをお聞かせいただければと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  中学校統合に関わってということでございますけども、御指摘のよう

にですね、統合はもう少し先になりますけども、今現在、統合した学校

を、どういった学校づくりをしていくのかというビジョンのところ、そ

この検討を始めているところでございます。 

 で、ビジョンのたたき台ができましたら、また皆さんとも共有させて

いただいて、いろんな御意見を賜りたいというふうに思います。 

 校則については、まだ、その段階的にはもう少し先のお話になると思

いますけども、いろいろ文部科学省が出しておる生徒指導提要などでも

ですね、校則の見直しというところに、児童生徒自身が参画をするとい

うことは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成に

つながりますというふうにも書かれております。また、たたき台等を示

しながら、子供の意見も取り入れられるような環境、そういった進め方

というものを心がけてまいりたいというふうに思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 南澤議員。 

○南 澤 議 員  検討していただけるというような答弁だったかと思います。 

 でですね、この町全体のことを考えても、やっぱりこの町、今、大変

人口減少も含めて財政も含めて、厳しい状況にあるんだろうというふう

に思います。 

 執行部の皆さんにおかれましては、その状況を捉えて、どんなことが

できるかっていうのを、常日頃一生懸命考えて、実行してくださってる

なというふうに感じているんですけれども、この町全体の、私は見聞き

する雰囲気として、やっぱり行政、何とかしてくれというような住民の

声がすごく多いんだろうなと思うんですが、今ある、この限られた財源

の中で、やはり行政だけでどうにかなるような問題でも、もはやないん

ではないかなというふうに捉えています。 

 そういったときに、どうしていかなきゃいけないかというと、やはり

自らの町を自分たちで話し合って、どのようにしていくのがいいのか、

何ができるか、やっぱり自分たちでどうにかしていかないといけない、
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考えなきゃいけないんだと思うんですね。 

 人のせいにばかりしていても、行政が悪いんじゃとか、市長が悪いん

じゃとか、議員が悪いんじゃとか、そういうようなことで言う、そうい

うことを言っていても、結局、誰かが悪くて、今苦しいのは誰かのせい、

自分のせいじゃないとなれば、人は動かないわけで、だけど、自分たち

で考えて自分たちで決めたこと、これ誤ったら、また変えていけばいい。

自分たちの未来は自分たちで変えていけるんだと、そういう実感を持っ

た町ができれば、やっぱり町が活力を帯びてくるんではないかなという

ふうに考えます。 

 それで、対話を通じて合意形成をしていって、自分達の決めたことで

町を運営していく、自分たちが町を変えれるんだと、そういう町の市民

のプライド、誇りを持った町にしていくためにも幼い段階、学校教育の

段階で、こういったことをしっかりと伝えていくべきだと思いますし、

学校教育も通じて、私たち市民一人一人が自分たちの町を自分たちで変

えていけるんだと、そういうふうに、この町、つくっていけるんだとい

う誇りを持てるようにですね、なっていかなきゃいけないと思います。 

 そういった点で、まちづくりにおける集大成というかですね、主権者

だという自覚、当事者意識が大変必要だと思うんですけれども、この辺

り、市長はどのようにお考えでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  ありがとうございます。 

 私も住民協働のまちづくりというのが昔はありましたけども、やはり

行政にやってもらうという感覚から、やはり自分たちができるとこ、こ

こまではできるけど、こっから先は、やっぱり行政の支援がないといけ

ないというぐらいの市民の皆さんの協力もないと、これからの、この財

源の厳しい、そして人口の少ない町では、それは成り立たないんだと思

っております。 

 そういった意味で、昔の振興会の話に戻しますけども、振興会活動

が、かつて高宮町で展開されてたのは、そういった住民ができるとこま

でやり、どうしても手の届かないところを行政が支えるというような形

がうまく回ってたんだと思います。それを合併当初、安芸高田市広げて

今日まできたのですけども、ちょっとこの間、そういった地域と行政の

関係というのがちょっと、多少変わってきたんかなという思いはしてま

すんで、繰り返しになりますけども、地域振興会、集落支援員あるいは

支所の見直しというところではそういったところを、少し時間がかかる

かもしれませんけども、もう一度、そういった役割をですね、市民と行

政、あるいは企業、いろんな立場での役割というのをしっかりと、はっ

きりとしてですね、一緒に前に進めていく行政でないといけないという

思いをしております。 
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 そうでないと、やはり持たない。持たないというか、やっていけな

いと思います、これだけ広い面積を持って人口が少ない中で、インフラ

も限界があります。そういったところをしっかりと課題を共有しながら

やっていく形を取っていきたいなと。で、コンパクトにするとこはコン

パクトにする、集中と選択という言葉ですかね、そういったところで、

そういうとこも進めながらやっていく。とは言いながらも、そこに住ん

でおられる方の生活というのは守らないけないので、そこのところをど

ういうふうに、分けて納得していただければ、そこで、やはり対話とい

うのが当然出てくる思いますので、そういったとこもしっかりとやって

いきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  はい、南澤議員。 

○南 澤 議 員  やはり、自ら暮らすところは自らつくっていく、自ら治めていくの

が自治だと思います。そういったところを目指す上で、やはり我々議員

も大きな役割を担うんだと思いますので、皆さんと対話しながらですね、

よりよい未来をつくっていきたいと思いますし、先ほど来、同僚議員も

質問の中でですね、やっぱり町の魅力ということがあったんですが、そ

れは、やはり自分たちでつくっていけることだと思いますんで、それが

みんなで協力して町、未来をつくっていける、そんな町にできるように、

これから頑張っていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で、南澤議員の質問を終わります。 

 おおむね1時間が経過しましたので、ここで換気のため、14時まで休

憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 １時５０分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので、発言を許します。 

 12番 熊高議員。 

○熊高昌三議員  12番 熊高昌三です。 

 通告に基づきまして質問をさせていただきます。 

 まず1点目、政策についてということで、大くくりで出してあります

けども、藤本市長就任後、1年余りが経過しましたが、市民との対話を

重視するという、公約どおりの1年間であったでしょう。 

 市長は市民と対話する中で、どんな安芸高田市の姿を、あるいは未来

図を描かれたのでしょうか。当然、第3次総合計画に基づいた方向にあ

るのでしょう。 

 ここで市長にお尋ねしたいのは、藤本市長がリーダーとして頭に描か
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れている姿、何のために将来に向けて種をまこうとしているのかをお聞

きしたいと思います。 

 まず、○1として例えば神奈川県真鶴町は30年前からのまちづくりを継

承した町です。そのままの真鶴町を残そうとしている、その中にスマー

トシティあるいはコンパクトシティの考えも入っていると、私は受け止

めております。 

 その上で、真鶴町の姿を描いていると思うということで、藤本市長の

描く安芸高田市の姿をお伺いたいということで、まず第1点お聞きした

いと思います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  熊高昌三議員の質問にお答えします。 

 人口減少が今後も続くと予想される中にあって、コンパクトシティの

考え方が欠かせないと思っております。市民の暮らし全体に必要な機能

の集まる中心拠点と、地域住民の日常生活に必要な機能のある地域拠点

を公共交通で結び、利便性を確保するとともに、生活に必要な機能・施

設を維持するという、いわゆるコンパクト・プラス・ネットワークとい

う考え方です。 

 議員が例に挙げられました真鶴町、私も基本計画等をちょっと打ち出

して見てたんですけども、面積が7キロ平方メートルという、とてもコ

ンパクトな町で、本市のように広い面積を持つ町とは、ちょっと状況が

違うんかなという思いはしますけども、将来を考えたときには、やはり

コンパクト・プラス・ネットワークの考え方が必要だと思います。 

 また、ＤＸの推進によるスマートシティの考え方も重要と捉えており

ます。 

 人口減少に合わせて行政のスリム化を進める必要があり、現状の仕事

の進め方の下では限界があるというふうに思っております。 

 ＤＸ技術を積極的に取り入れることで、抜本的に仕事のやり方を変え、

行政組織のスリム化と併せて、市民にとっての利便性の向上を同時に実

現できるはずと考えております。人口減少が続く先の将来を見据えて、

将来に対応する施策を今のうちから打っていく必要があると思っており

ます。 

 真鶴町はのんびりとスローライフを送る町ということをスローガンに

展開をされておりますので、この中を見させてもらって、安芸高田市に

も取り込めるものがあるようなので、その辺もしっかりとやっていきた

いなというふうに思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  おっしゃるように、真鶴町は小さい町ですから、コンパクトシティ、
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そういったものはつくりやすいというふうに思います。 

 だからこそ、安芸高田市は6つの町が合併してできた町です。合併当

初、それぞれのエリアを3つに分けてやってきた美土里、高宮、吉田、

八千代、向原、甲田という3つの町を中心的につくっていこうという形

できましたけども、ここ20年たって、そんな方向にはなかなかいってな

いのかなという気がするんですね。 

 そういったことを受け止めた上で、市長がどんな絵を描かれようとし

ているのか、改めてお聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  合併当初は確かに3つのエリアにまとめてのまちづくりとか地域づく

りを考えておられたんだと思います。 

 現状、しかし、予想を上まわるスピードですね、高齢化、人口減少が

進んでおります。コンパクトシティ、一極に集中するという考え方も必

要ですけども、そこにはちょっと無理もあるんかなという思いがします。 

 そういった意味で、今思っているのは、やっぱりコンパクト プラス 

ネットワークという旧町、支所単位のエリアを、やはり一つの、一旦の

用事が済ませるエリアにして、そこからまた、中央の吉田というワンス

テップをおくむことが、やはり今の高齢化あるいは公共交通のちょっと

難しい時代では考えなくてはいけないのなっていうふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  私も合併当初、高田町の議長として合併協議をさせていただきました。

副市長も、その当時、幹部としてですね、いろいろ一緒にやった記憶が

あります。結局、今の藤本市長の責任にするつもりは当然ないんですけ

ども、やはり今でこそ新しい時代に向けてどうすべきかというのをです

ね、もう動く必要があるかなと。 

         この1年間、市長の答弁、いろいろ見させていただきました。今日の、

この間からの答弁も見させていただきましたが、検討するとか、そうい

ったものが非常に多いんですね。要はスピード感がないという感じ、そ

して危機感もない、そんなふうに受け止めて聞かざるを得んかったいう

ことです。だからこれを、あと残り３年弱でどのようにしていくのか、

そういった意味で、藤本市長が描く、この安芸高田市の当面3年先をど

こまでやっていくのか、総合計画という形の中でいろいろ議論がされる

ということはありますけども、総合計画を見てなかなか、20年サイクル

の計画の中で5年、そういったものをつくっていくということなんで、

これは国とかの流れも含めていろいろ制約のある中でつくらざるを得ん

というのが、実態あるんだと思うんですよ。 



【速報版】 

 

151 

 しかし、現実はもう人口は20年待たずして1万人を切るという状況に

なるんですね。これは、この3年間の取組というのが非常に大事なポイ

ントになってくるんだろうなという思いがしてます。 

 対話というのは非常にいいというふうに思いますけども、いろんな視

点でいえば、市長は選挙で選ばれたリーダーです。ですから、対話とい

う形で、対等な立場で対話をするというのは悪いことじゃないと思いま

すけども、リーダーとして、市民の皆さんに選ばれた市長として、こん

なふうにしていきたいんだという中で提案をしながら市民の意見を聞き、

市民の意見のようにならないことがあっても進めていくということは必

要だと思うんですね。そういった考えの中で、どのように改めて考えて

おられるか、お聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 まあ私の政治スタンスといいますか、スタイルがそういった評価にな

るということは、私も真摯に受け止めさせていただきたいと思います。 

 私の目指す安芸高田市というのは、先ほども言いましたように、やっ

ぱり旧6町周辺地が広いんで、やはり一旦は今回支所機能の見直しはし

ますけども、ちょっと支所に関するコストを抑えながら、やっぱり支所

の周辺をもう一度にぎわいのあるものにしたいという思いは持ってます。 

 そういった中で、振興会の力というのは、やはり必要なんだと思いま

す。行政の手の届く範囲というのが、どうしても限界が来ますんで、そ

ういった意味で、振興会ももう一度見直すというか、今の時代に合った、

昔のような振興会だと維持はできないと思いますので、そこは従来言っ

てますように、今の時代に合った振興会にして、やっていきたい。そし

て、私も前市政、あるいは以前の市政のやられたことを全て、今は戻し

とるという思いもございませんし、できないものは引き続きそのまま継

続させてもらってることもあります。 

 市民の皆さんからすると、その辺が戻していただけるんではないかと

いう期待を込められた方もいらっしゃったんだというふうな声も聞きま

すけども、そこは、やはり執行部としっかり判断しながら、最終的には

私の判断で、今進めさせてもらっておりますけれども、1年足らずで動

きが見えない、甘いという御指摘については真摯に受け止めさせてもら

い、引き続き、この三、四年間のうちで、ある程度の成果、私なりの成

果を出さなくてはいけないと、これは、政治は結果が責任となるという

ことなんで、結果を出すように、今いろんなことを、今はまいておりま

すけども、全てはここで、今結果が出せないというのが、お知らせでき

ないということもありますんで、徐々に、この結果というのは皆さんに

感じてもらえるというふうに思っておりますし、そういう結果を出すよ

うに、今頑張っております。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  厳しいことを言わざるを得んという、それは、この厳しい社会状況の

中で、安芸高田市をどう生き延びさせていくことなんですね。それには、

やはり素早いリーダーシップを投入する必要があるんだろうと。 

 前石丸市長、4年足らずの間に、いろんな方向を示してきました。そ

の中で、藤本市長も石丸前市長の政策が全て悪いとは思ってないという

ふうな確認も、当初したと思いますけれども、ただ、手法としていろい

ろ厳しいとこがあったということです。その4年足らずの中で、あれだ

けのインパクトを持ってやってきたというのは、ある程度こう、リーダ

ーとしての走り方が、激しくやってきたという結果が逆にあるんだと思

うんですね。それを、アメリカでも、よく大統領になった1年間はハネ

ムーン何とか言って、ありますけども、もう1年過ぎました。この1年過

ぎて、あとの3年でどうするか、先ほどの支所の問題、これも支所に相

談をしてるということですかね、を言ったりとかことでした。これもう

まくいってませんよね。うまくいきそうにもないと、私は見てます。 

 だったら、どんなふうにいくかというのを素早く展開を変える必要が

あるだろうなと思います。 

 支所の在り方については、随分、支所に予算も持たして、支所の権限

を持たしてということを言いましたが、これだけ急激に人口が減少して

きた中では、支所機能そのものが本当にどうするのがいいのかっていう

ことに、私はなってきたと思うんですね。 

 そういった意味では、高齢化が進んでおりますので、振興会の皆さん、

本当にぎりぎりいっぱいでお世話をしていただいとるんだと思います。

この間、議会の懇談会で、多くの皆さんから、特に若い人で、まあ若い

人が60代の人ですけども、振興会の役員を受けた方が何人もいらっしゃ

って、もう限界です。地域相談員の、またその相談員がいるんだという

ぐらいの、まあ冗談でもない本気でおっしゃってましたから、抜本的に、

これはどう考えるかというのを、私は市長にもう一度示していただきた

い。 

 今の時点でどのような、私の意見に対して考えがあるか、お伺いした

いと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  集落支援員の選任が、今スムーズに、思うようにいってないといの

が現実です。そこは失敗というか、とは思ってません。 

 今、これは絶対にやりきらなくてはいけないと思ってますんで、各、

まだ決まってないところがありますんで、そこの町については、今担当

課と併せて、丁寧に、今人選をしているところなんで、これは早急に人
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選をしてですね、軌道に乗せていきたいというふうに思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  だから、そこのところをどのように組み直していくのかというのが、

こういう議論の中で、市長の考えが浮かんで出てくるというのを、私は

期待をしておるんですね。また、執行部と全体で話をしてるということ

でしょうけども、やはり執行部の皆さんは、トップが言われたことをき

ちっとやるというのが基本的には仕事です。その方向を示すのが藤本市

長なんですね。 

 ですから、それがもし失敗に近いような形だったら、新しい展開を、

じゃあ、みんなで考えてどうするんかいうふうな指示をするという立場

にあるんだと思うんです。 

 その辺で、もう一度お伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  集落支援のことに限って言えばですね、今、人選が難航しとるとい

うことで、担当課のほうとも話をしてですね.これは人選なんで、こち

らから、この人にというわけにも今はいかず、そこは確かに手詰まり感

はあります。 

 しかしながら、そこは継続して、今、地元との協議を進めております

んで、振興会の役員が、やっぱり成り手が高齢化になってるということ

もあります。そういった意味で、この振興会のまとめる役というのがど

うしても必要ということで、今、集落支援員を配置という計画で進めて

おります。そういった意味で、まあ総合的に支所機能の見直しの中の一

つが集落支援員ということになってますけども、そこは急いでやるよう

に。今、方向は、今そこの集落支援員を求めるということに関しての方

向は変えてませんので、そういったところで、今、指示をしているとこ

ろです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  提案されたことは、私も認めて、これまできたわけですから、その提

案されたことが悪いというふうには、私は思ってませんでした。 

 ただ、これだけ時間がたっても、その結果が方向性として見えてこな

いということは、どっかに問題があるんだろうなと。 

 どっかにというのは、やっぱり集落とか各旧町、ここの中の、やっぱ

り高齢化が非常に進みすぎてるということですよ、思った以上に。 

 だったら、それに対応するべき形というのは、また新たに考えるべき

だろうと思います。 

 これは基本計画の中で考えてることですが、もうそれでは間に合わん
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ところまで、今きてると思うんですね。 

 この間、議会の懇談会で感じたのは、やはり、もう抜本的にスクラッ

プアンドビルドぐらいの関係で、振興会そのものを若い人に任せていく

とか、そういった形でないと、この場はやり切れないのじゃないのかな

というふうに感じたんです。 

 ですから、対話をされるという市長の御見解なんだけども、本当にそ

の辺の対話をしてるんかどうか。というのは、私は議会として懇談会で

聞いた限りでは、もっともっと危機感を持つ必要があるんじゃないかと

いう気がしたんです。その辺をもう一度受け止めて、どんなにするのか。

今日、そういった結論が出るというふうに、私も思ってませんけども、

執行部の皆さんも全部聞いておられるんで、これを共有して、本当に素

早く対応するということが必要だろうというふうに思いますが、もう一

度お聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 集落支援の分の難航の分は、いつまでも人選ができないということで

はいけませんので、それは外部から選ぶとかいうことも含めて、そこの

若返りのとこも含めて、それは担当課とも話をしておりますんで、タイ

ミングとか、時期が来ましたら、そこを切り替えてやりたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  ぜひとも、時間はありませんので、今年の冬ぐらいまでには、その方

向性というのを執行部の皆さんで議論をし、あるいは現場の状況ももう

少し把握をされて対応することが必要だろうというふうに思っています。 

 コンパクトシティの視点で言いますと、今回、保育所、認定保育園で

すか、の場所が決まりましたけど、私は、あそこでいいとは今でも思っ

てません。土地の買収については、賛成はさせていただきましたが、災

害を防ぐためにそういった場所を選んだという市長の熱意に、まあここ

は賛成しておくべきだろうというふうに思いました。 

 こっから先が田んぼアート公園のところのつくり方とか、そういった

ものもまだ見えてきません。だから、全体としてコンパクトシティをつ

くっていくという方向の中では、旧吉田町の人口は全体の、吉田町の人

口からすれば、旧吉田町のほうが4％ぐらい減少率が高いんですね、こ

れから20年足すと。そしたら、旧吉田町そのものがすたれていく可能性

があるんですが、地域的には狭いですし、旧街並みがあるから、なかな

か手が入れれない。 

 例えば、私も三次に行くことが多いんで、よくよく見るんですけども、

旧三次町がありまして、昔は十日市の田んぼばっかりだったんです。今、
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十日市のほうが駅前も整備されてますし、合併して三次市の十日市のほ

うを中心に、いわゆるコンパクトシティになりつつあるんだなというふ

うに感じます。 

 この間、ほかのことで福岡市長とも話をしたんですけども、政治の流

れを随分、こううまくつないできたなというふうな感じで評価をさせて

いただきますというような話をしたんですが、これから先、可愛のほう

とか、八千代なら抜けても、あるいは川向こうの、あれはどこですかね、

あっちのほうも広いとこがありますよね。 

 ただ、そういうことを考えたら、長期的にコンパクトシティの中心を

本当にどこにするんかという考えの中で、保育園のことはありましたけ

ども、これから、さっきあった中学校の統合の問題も含めて、どちらに

本当にコンパクトシティのメインを持っていくのかというのを、もう一

度考える必要があるんかなという、私もこうずうっと動きながら考えて

きてるんで、前言ったことと違うじゃないかというふうに言われるかも

分かりませんけれども、それだけスピード感のある社会になってるとい

うことなんで、その辺をどんなふうに受け止めておられるか、改めてお

聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  町のコンパクトシティ、中心をどこに据えるかという思いなんです

けども、これはもう、この旧吉田、ここの吉田に置く、メインと置くい

う考えに変わりはありません。 

 それは現在のいろんな施設を考えたときに、これを、人口が減るから

って、よそに動かすいうことは到底無理だと思います。民間のほうが、

もう今ここに固まってるんで、ここを中心に考えていくという思いでい

ます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  先ほど20年先の人口のことを言いましたけども、旧吉田町は減ってる

んです。吉田町全体からしてもですね。減らざるを得んいう地形なり環

境があるっていうことです。それを踏まえて、やはり20年先のコンパク

トシティというのを考えたときには、もっと広い視点が要るということ

を申し上げておきます。 

 これは答弁要りませんけども、それがあれば、してもらってもいいで

すが、今の答えには、私は賛同できないという立場で申し上げておきま

す。 

 じゃあ、2番に入りたいと思います。 

 市長は、国などへの要望活動に力を注いでおられるように見受けるが、

具体的に要望活動の内容、回数についてお伺いしたいと思います。 
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○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 要望活動の内容や目的としては、将来にわたって持続可能な安芸高田

市に向け、本市の地域の実情や地域が抱える特有の課題、少子化、イン

フラの老朽化、有害鳥獣、農業問題などを国や県に伝え、その解決に必

要な予算や法改正、制度改正などを求めることです。 

 こうした取組によって、地域住民の生活向上や経済の活性化を目指し

ていくこととなります。 

 そのため、現在、国や県に対して地域の声を、実情を届けていくこと

は、安芸高田市を築いていくために必要不可欠なものと考えております。 

 私が就任した後、国や県等への要望回数についてですけども、現在、

安芸高田市が加盟というか、今参加しております期成同盟会等の合同要

望というのがあります。これと独自要望の2種類についてお答えします。 

 期成同盟会等の合同要望については23回行っております。独自要望に

関しては、要望活動の案件ごとに取りまとめると、6回ほど行っており

ます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  同盟関係といえば、全ての自治体が共同して国を動かすという形に力

を入れるんだと思いますが、これはほかの市町もおるわけですから、な

かなかうちだけという形にはならんと思います。やっぱり独自要望とい

うのが必要だと言うんであれば、そこにポイントを置くべきだと思うん

ですが、独自要望について、もう少し詳細をお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  独自要望はですね、今行ってきたのは県道及び県管理河川の要望事

項、あるいは土木関係が多いですね。そして、ＪＡ吉田総合病院に関す

る要望、そして今回、交付決定をいただきましたけども、郵便局の利活

用に関する要望、そして最近行ったのはですね、令和8年度、来年度の

予算に向けての要望ということになっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  郵便局の活用という要望という形で、先般、今試行的にやってるとい

う形なんですが、この秋に、ある程度一定の試行実績というのが報告さ

れるということですが、あれからすぐ考えたんですがね、支所があると

こ、ないところ、その郵便局との関係でいえば、全部の郵便局が要るん

だったかなと思って、改めて考えたんですよ。 
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 最終的には、試行してみての結果を伺いますけども、本当に全部の郵

便局に投資をする必要があったかなというのを、今さら、私は思ってる

んで、そのときに説明に賛同したんですけども、その辺の見通しという

のは、今のところ、どうなんでしょうか。お伺いしたいです。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  郵便局、支所機能見直しという中で、郵便局の利活用ということで

そちらへ、窓口の交付事務ですね、住民票、納税証明、いろんな手続関

係を郵便局へお願いするということで、これは総事業費が2,983万円か

かりますけども、2,000万円の補助、そして残りの980万円が一般財源と

いうことでしたけど、この一般財源部分も県のほうからですね、2分の1

補助を出すというお話をいただきましたんで、そこもちょっと要望の結

果だったかなと思います。 

 そういった意味で、全部の郵便局、必要かということですけども、一

応、基本的には支所から窓口業務を撤収しようと思っております。人員

的にもう本庁へ引き揚げるということです。 

 で、集落支援員あるいは相談業務を、今の文化センターと合わせて配

置するいうことで、人数的には、今五、六人いるのが2人ないし3人ぐら

いの人になるということで、そういったところを思っております。 

 で、今までは、逆に支所機能の近くにはそういう郵便局をお願いする

ことは無駄になるからやめようということだったんですけども、支所機

能を撤収する、そういうことによって、支所を改修する、今度は経費を

だいぶ抑えられるということで、支所のあるところの郵便局をお願いす

るということになっております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  先ほどの要望の内容で、国が6件ということで、これは道路関係だっ

たら、県も必要になってくるのかなと思うんで、県との関係も含めて、

そこはうまく要望できてるということでしょうか。 

 具体的に例があれば、お願いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  やはり、国、県そして市のほうへお金、予算が流れるという流れで

すんで、県を飛び越して国というんではなくて、やはり県ともしっかり

要望し、調整をしてですね、このことに関しては国のほうへ要望します

ということで調整はしてあります。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  この6件のうち、実現可能な流れというのは、どの辺まであるんでし
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ょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  これが一つ一つの項目じゃなくて、言った中で何個も要望をまとめ

てやっていますんで、その中で、ちょっとまだ、このことについて、一

件一件の実現可能率を、今、ちょっと出してませんけども、要望するこ

とによって、継続の事業もありますんで何割か、半分程度は継続あるい

は新規というところでお願いができる、実現するように思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  3番にも少し入ったような形になっておりますが、要は、具体的な成

果に結びつくところはどこにあるのか、具体的に結びつくのであれば、

その補助金あるいは本市の持出しのお金、そういったものがどの程度の

形になっていくのかというのを、3番のほうでお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  すみません、ちょっと先ほど一部お話をしてしまってる分あるんで

すけども、要望活動は予算の確保と制度の拡充、法律や政令などの改正

というふうに多岐にわたっておりますけど、すぐに目に見える形で現れ

るものばかりではないため、成果を特定するのは難しいという面もあり

ます。 

 こうした中、要望活動を最も直接的な成果の一つが、先ほど言いまし

た郵便局の利活用に向けたところが成果の一つだと思います。 

 これについては、先ほどの繰り返しになりますけども、第2回の臨時

会において御説明しておりますけども、約2,983万円の実証事業になり

ます。そのうち2,000万円の総務庁の補助、そして残りが、980万円が市

単独でやるというふうに説明はしとったんですけれども、その後、広島

県のほうから、この980万円に対して、2分の1の補助が出るというお話

をいただきましたので、実質490万円の一般財源で、この実証実験がで

きるということでございます。 

 要望の数の成果から、必ずしも要望した内容は100％認めてもらうと

いうもんではありませんが、こういった内容をしっかりと国・県に話し

ていく、要望していく中で、政策決定プロセスで議論され、その一部が

反映されるだけでも、その地域の声が国・県に届いたことになると思い、

このことは貴重な成果だと言えると思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  それでは、大きい枠の2番に入ります。 

 行財政についてということで、市民の皆さんから、財政状況はどうな
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のかという、多くの意見が前回の議会、懇談会でもありました。 

 そういった中で、財政説明会はされないかということでお聞きしたい

と思いますが、この3月の議会のときに、令和5年度まではこうなりまし

たけど、令和6年度は予定しておりませんということで、今後は財政状

況などは説明し、皆様にお届けをしていきたなというふうに思っており

ますという沖田財政課長の答弁がありましたけども、今後どのようにな

っていくんでしょうか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 市民の皆様からも、この間、財政説明会はないんかねという声も直接

伺っております。  

 こういった意味で財政状況を皆さんに御理解いただくためには説明会

が必要だというふうに、私も思いますんで、昨年度、1年目はですね、

財政状況についてお伝えするというのは、広報で決算の報告等した形で

ございましたけども、対面での機会は持っていませんでした。 

 今年度は、そういったものを設けようと思って、今、関係課に指示を

出しております。今のところ、11月の14日から18日、19日，20日、21日、

22日の計6日間を財政説明会という形で各旧町へお邪魔させていただき、

対面での説明会を行いたいと思っております。 

 以上です。 

 これはまた広報等で流しますんで 、よろしくお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  ②のほうに入らせていただきますが、○1のほうでお伺いして11月14日

から6日間やるということですが、このとき、財政は当然ですが、政策

についても併せてされるんだろうとは思いますけども、例えば、以前お

伺いした無印良品のほう、なかなか今のところ難しいというようなこと

もありました。 

 というのが、やっぱり財政説明会をするときに、どうやって収入の財

源を確保していくのか、そういう形が必要になってくると思うんですね。

それには政策もついてくる必要がありますし、先ほどの議論でもありま

したように、地元企業にもいろんな優秀な企業の皆さんがいらっしゃる

といったことを含めて、経済とどう結びつけて、安芸高田市の歳入の部

分をどのようにするのかっていうことを、その中で説明は当然されるん

だと思いますが、その辺のお考えを、まずお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 説明会の内容は、おっしゃるとおり、財政の状況を説明させてもらい、
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プラス、今、ちょうどその時期が、総合計画のパブリックの時期にもな

りますので、そういったことも絡めながら政策のほうも一緒に話ができ

ればと思ってます。 

 まだ、こういうふうにするという詳細のところまでは詰め切ってない

んですけども、今、財政と企画のほうですね、その辺を詰めております

んで、熊高議員の希望されるような内容になるかどうかいうのは、結果

で、また反対してもらうようになるんかもしれませんけども、一応、そ

ういったことも頭に入れながら組み立てていきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  ぜひ、私の思いと合致するような説明会に、ぜひともしていただきた

いと思います。 

 というのは、市民の声もそういったところにあったということで、

あえてここで質問をさせていただいてますので、やはり、そういったと

ころを市民の皆さんも聞きたいんだろうなという思いで聞かせていただ

いてますので、ぜひともそういう準備をお願いしたいということで、こ

の件は終わりたいと思います。 

 3番の教育についてということで、2025年3月の第3次安芸高田市教育

大綱は、幅広く学校現場の最前線で活躍する教職員や子どもたちの教育

環境の創出、安芸高田市で学ぶ全ての子どもたちが自立して生きていけ

る力を育むととあります。これは、先ほど南澤議員が理路整然と詳しく

話をされた、そういったことで酌み取れましたけども、私のほうは具体

的に子どもたちの立場に立って、どんなふうに見えてくるのかなという

ことをお伺いしたいと思います。 

 まず1番のほうで、海外短期留学事業について、最近、報告もあった

ようですが、今後も継続されるのか、継続するための財源と仕組みはこ

のままで進めるられるのか、お聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  次世代リーダー育成海外短期留学事業については、従前から指摘があ

りましたように、全体への還元ということが課題となっておりました。 

 公平性を担保するためにも、違った形で全ての子どもたちへ還元でき

るようなものへ変更していくことも視野に入れて、現在検討していると

ころでございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 （「市長も」との声あり） 

 市長のほうも要りますか。ありますか。 

 （「財源がある」との声あり） 
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 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先ほど教育長が申しましたように、公平性を担保するという形で、

違った形も検討してるという教育委員会側のお話です。 

 財源のほうは、私のほうが担当になりますんで、そういった提案があ

りましたら、またそこで調整をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  公平性を担保するという、これは石丸前市長のときは生徒会長が行く

ことが公平性を担保するというような議論であったと思うんですね。こ

のことはどんなふうに受け止めておられますか。 

○石 飛 議 長  はい、答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  全体の生徒会の活性化にもつながるということで、そういったことは

あったと思います 

 やはり、でも、今やってみて、全体、各学校での報告会等は開催して

おるというふうに聞いておりますけども、なかなか、行った生徒につい

ては貴重な体験をしていって、これからのリーダーとしてしっかりやっ

ていくという自覚もですね、生まれてきてるというふうに思いますが、

全体に返すという面では少し弱いのかなというふうに評価をしておりま

す。 

 そういう面で、今回見直しということを考えているところでございま

す。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  予算は450万円だったですかね。まあかなりの多額の予算ですから、

継続するためには、その裏づけが必要だっていうことですし、教育とい

う視点で言えば、向原高校、吉田高校にも支援をしております、100万

円ずつですね。こういったことを含めて、財源があったからこそできる

振る舞いだったというふうにも見えるんですね。 

 そういった意味では、先ほどから言いますように、財源をどう確保

して、そのことをどう還元していくかという、両道が必要だと思うんで

すが、改めて、その辺の考えをお聞きしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  財源については、投資をしなくてはいけないところへはしっかりと

捻出というか、考えてですね、投資をするという思いでは変わりはござ

いません。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 
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 熊高議員。 

○熊高昌三議員  その答弁じゃ納得できませんが、投資するところはするというのは、

それは当たり前のことなんで、投資をしたいことはいっぱいあるわけで

すよ、我々も含めて。 

 でも、その財源がないから、投資するところを絞っていくということ

ですから、もう一度、御答弁いただきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  言葉が足らなかったようです 

 財源、優先順位をつけて限られた歳入というのはある程度見込めます

んで、その中で優先順位をつけ、これは選択と集中いうことになるかも

しれませんけども、やるべきときには、そこに集中。そして、その中で

不足の部分、不足というか、どうしてもできない部分は削減するという

ことも判断をしていくということです。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  ○2のほうに入ります。 

 以前行われてました各検定試験に対する補助制度について、活用した

若い人から、それによって資格が取れたというようなことも含めてあっ

たわけですが、これを継続する価値があるのではないかなというふうに

聞き及びました。 

 そういった視点から、この補助制度というのは継続できないかなとい

う思いで問合せをしております。これも、この3月で継続しないという

答弁が教育委員会のどなたかね、津賀山教育課長さんのほうからありま

したけど、これについては、その後、考えの変わりはありませんか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  この検定試験の補助に関しては、2017年から廃止をしております。 

 で、当初、9割以上の利用率がありましたが、2024年度の利用率は全

体の約3割にとどまっております。 

 子どもたちの検定を受ける機会を増やすという点で一定の効果はあっ

たと思いますが、検定試験の性質上、生徒へ強制させるということが適

切でなく、活用率から判断をして廃止とさせていただいております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  だから、これは継続しないということでしょうけども、検定の試験の

種類は何種類ありますか。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 
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○猪掛教育長  2024年度の実績で申しますと、英語検定、漢字検定、数学検定、文章

検定の4種類でございます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  これで受験の比率といいますか、これは全て同じような、3割とか4割

とか、受験率なんですか。 

○石 飛 議 長  猪掛教育長。 

○猪掛教育長  ちょっと率では出しておりません。人数で申しますと、英語検定が

113名、漢字検定が53名、数学検定が15名、文章検定が3名、以上の184

名が受験をしたということになってます。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  種類が多くなって、受験率が下がったというふうに受け止めざるを得

んのですね。 

 ですから、必要な検定というのは絞ってもいいのかなという気がする

んですね。特に海外留学とか、そういったものも含めてやってますから、

英語に対しての数字を見ても、結構多いわけですね。そういったものを

もう一度振り返ってみて、実施するという考えも必要かなという気はす

るんで、その辺の考えをもう一度お伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 猪掛教育長。 

○猪掛教育長  今、実際今年度、補助がない形で検定を受ける方もいらっしゃるとい

うふうになっております。 

 で、その状況を少し見させていただいて、今後ですね、必要なものと

思われるものがあれば、あるという形か、これまでと同じ形にはならな

いかも分かりませんけども、そこら辺のところの対策というものは検討

していきたいというふうに考えております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  では、4番の人事行政の運営についてということでお尋ねします。 

 ○1近年の安芸高田市職員の休職者数の推移が増加している。2023年に

は39名、10.48％となっているが、その要因と対策について、まずお伺

いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 職員の休職者数については、2023年度39名ついては延べ人数となりま

す。休職していた職員が引き続き復帰後、休職復帰とかですね、休職を

延長した場合も、プラス1名として加算、計上しますので、休職した職

員、実数として10名となります。 
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 休職の原因については、身体的あるいは精神的に健康でない状態のも

のから、新型コロナウイルスの後遺症によるものまで、様々な要因によ

るものです。 

 休職者に対しては、医師の診断書を踏まえ、職員の状態に応じて個別

に判断し、職場復帰サポートプラン制度等を活用しつつ職場復帰に向け

た対応を行っています。 

 対策については、今後も職場のヒアリングやストレスチェック等、職

員の健康管理を定期的に行い、課題の早期察知と円滑な業務運営やコミ

ュニケーション体制の構築に努め、職場環境の改善に取り組んでまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  じゃあ、関係はしますんで、○2のほうに移りたいと思います。 

 退職者数の推移について、定年退職、普通退職、中途退職など、近年

の推移と傾向についてお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  過去5年間の昨年度までの退職者の状況は、年度当たり12人から20人

の退職数で推移しています。 

 定年退職は、退職年齢が延長となった2023年度を除き、7人から10人、

勧奨退職は1人から6人、普通退職は4人から8人となっております。 

 2023年度は、普通退職者が8人と、特に多い年となっております。 

 傾向としては、20代や30代の職員の退職が増加傾向にあります。実態

は把握できておりませんけども、労働人口の減少に伴う転職市場の活性

化や、地域手当が支給され、賃金水準が高い官公庁への転職などが要因

だったと分析をしております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  これ24年度はまだ数字としては出てないんですか。さっき報告があっ

たですかね、24年度。 

（「今、23年しか言ってません。24年は途中経過」との声あり） 

○熊高昌三議員  ちょっと24年度も、途中経過でもお伺いしたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  それぞれの現在末公表の24年度をお知らせします。 

 2024年度は6人ですね、病休のほう、休職のほうが。そして、退職の

ほうが、定年退職は7人、勧奨退職は1人、普通退職は8人、計16人とい

うふうになっております。 
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 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  実態が、数字が多いんで、どうなんだろうかというふうな議論があり

まして、まずはとっかかりを一般質問という形で聞かせてもらおうとい

うことで聞かせていただきました。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  実態より、実際のところは、私も把握してないんで、軽々し言いま

せんけども、私で、頑張っていようという職員さんが増えることは、私

個人としては大変光栄なことだと思っています。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 熊高議員。 

○熊高昌三議員  それは非常に喜ばしいことですが、まあ職員が仕事をして何ぼですか

らね。結果を出していかないと、さっきから厳しく言ってましたように、

市長自身が結果を出さないと、職員も一緒に、そのように見られるとい

うことですから、それは仕事としてしっかりと体制をつくって、職員と

ともに取り組んでいただきたいいうふうに思います。 

 最後に、ある御住職からいただいた言葉なんですが、松樹千年の翠、

松の木は千年たっても緑色ですよと。それは時の人に意に入らず、まあ

あんまり時の人の意見を聞きすぎて右往左往しない、そういったことを

含めて地道にいろんなものに取り組んできてこそ、千年、松の翠なんだ

というふうな、私は捉え方をしてますんで、これから藤本市長のそうい

った意識での取組を期待して、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○石 飛 議 長  以上で、熊高議員の質問を終わります。 

 熊高議員。 

○石 飛 議 長  おおむね1時間が経過しましたので、換気のため15時まで休憩といた

します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時５１分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、通告がありますので、発言を許します。 

 9番 山根議員。 

○山 根 議 員  9番 山根温子でございます。 

 一般質問も最後となりました。よろしくお願いいたします。 

 通告に基づき、大枠1点、市の情報発信について伺います。 

 広報あきたかたの市政の動きにおいて、情報が一部事実と異なる、ゆ
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がめられた年月もありましたが、これからの本市には市民にとって正確

で分かりやすい情報、タイムリーな情報、そして高齢者や外国人など、

多様な住民のニーズに対応した効果的な情報発信等に向け、さらに進め

ていかれることを期待し、現在の市の情報発信について伺います。 

 市は行政施策、地域情報、イベント情報、防災情報など、様々な情報

を発信されております。 

 現在の安芸高田市では、毎月配布される広報誌、広報あきたかたです

ね、市の公式情報を掲載し24時間情報提供をするホームページ、さらに

はＬＩＮＥ、Ｘ、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋなどのＳＮＳを活用した多様な情報発信がなされています。 

 正確で分かりやすい情報、タイムリーな情報、また多様なニーズに対

応した情報などは、生活に密接に関わるものですが、知りたい情報がど

こにあるか分かりません、分かりにくくってっていう声を聞くこともあ

ります。 

 その声を受けて、(1)市の情報発信における市民からの声について、

市の情報発信について、市民からどのような声が寄せられているのか伺

います。 

○石 飛 議 長  ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  山根議員の質問にお答えいたします。 

 市民から電話や手紙などで、広報誌に関して、現在、左開きからです

ね、右開きに変えてもらいたい、あるいはファイル等にとじるために穴

を開けてほしいといった要望や、特集記事に関するお褒めのお言葉をい

ただくことがあります。 

 また、広報誌の内容向上を目的として年1回、アンケート調査を実施

しており、その集計結果については、公式のホームページのほうに掲載

しております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  市民からの声の中に、私が聞きたかった言葉はなかったみたいです

ね。 

 知りたい情報がどこにあるか分からないっていうことについては、特

に市のほうに言われた方はいらっしゃらなかったということでしょうか。 

 ②に入ります。 

 寄せられた市民の声をどのように受け止めておられるのか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  お答えいたします。 

 市民の皆様からいただいた御意見はですね、担当課を中心にしっかり
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と受け止めさせていただき、内容を十分に検討した上で、より分かりや

すい情報をお届けできるよう、適宜適切な対応を図ってまいります。 

 引き続き、市民との生活に寄り添った情報発信に努めてまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  市民の声を受け止めて、その答えは先ほど言われたようなものでし

たが、本当に再度言わせていただきます。 

 声なき声というか、議員には聞こえてきても、市のほうには聞こえな

いという、市民が知りたい情報を見つけやすくするために、どのような

対応をお考えか、対応をお答えください。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  先ほど御紹介したのは、市のほうに入ってる声ということで紹介さ

せていただきましたけども、議員の皆さんのほうに届いている情報があ

りましたら、広報であれば、秘書広報のほうに連絡をいただければ、そ

の全てが全て、すぐ対応できるかどうかは分かりませんけども、情報発

信については、市民の皆さんの要望に応えて、見やすい、分かりやすい

ように発信するように努めておりますので、そういった案件がありまし

たら、市のほうに御連絡をいただきたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  何件か入っておりまして、まずは市のほうに関わることで、補助金

や所得税の還付など、見つけにくいというお声を聞いております。 

 これについてはどのように今後対応していかれるのか、お伺いいたし

ます。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 新谷総務部長。 

○新谷総務部長  補助金等のホームページでの検索でよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○新谷総務部長  補助金等につきましては、ホームページのほうで、例えばトップペ

ージのトピックスがありますので、そちらのほうに新しく補助金を創設

した場合にはトップページのトピックスに掲載をしてたり、ホームペー

ジを開いたときに見えるような形にしていくよう、ちょっと担当課のほ

うと調整をしていければと思っております。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  こうやって聞けば対応をされるみたいですけれども、トップページ、

トピックスに掲載されても、新しい間はそこにありますけど、だんだん
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下がってきますよね。で、どこへいったか分かんないという状況になる。 

 もうちょっとこう、そういう生活に関わる補助金とか、そういうもの

に対しては、しっかりとそれが分かるような構成をされたほうがよろし

いかと思います。 

 今後、これからまた同じようなことを申し上げますけれども、そこの

ところは押さえていただきたいと思います。 

 次に参ります。 

 (2)情報発信のワンストップ化についてです。 

 市のホームページでは、くらしの情報、事業者向けの情報、市政情報、

観光情報、移住定住、ふるさと納税に分けられています。 

 くらしの情報には健康・医療、結婚・離婚、妊娠・出産、子育て・教

育、高齢者・介護、そしてお悔やみ、引越し・住まい、最後、税金とい

う８つに区分され、安芸高田市の暮らしに関する情報や手続などを案内

されています。 

 一つ目は、より効果的な情報発信をするためには、例えば、子どもが

生まれたときなど、複数の手続を1か所でまとめて行えるようなワンス

トップ化が有効だと考えますが、市の考えを伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  ワンストップ化についてはですね、以前やっておった状況はあるよう

に伺っておりますが、なかなか、そこの長時間、そこに滞留されて、そ

こでちょっと列ができるというような状況もあったと伺っております。 

 そういった意味では、今の形が少し、そういった意味でベストなんか

なということで見直したように伺っておりますけども、ワンストップ化

については、来られたとき、あるいはスムーズにいけるように、その辺

を改善していくように、今考えているところでございます。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  そうですね。ワンストップ化すると、なかなか前へ進まないというか、

たまってしまうようなことを言われる方もいらっしゃいますが、現在で

すね、私が、これは、この波があるのかというふうに受け止めているこ

とがあります。 

 それは、例を挙げると、お悔やみについてです。お悔やみについて、

ワンストップ化については死亡届後の手続を一つの窓口で受ける、お悔

やみワンストップ窓口という、待たない、書かない、移動しない窓口で、

御遺族の手続を支援しますという団体、自治体があります。こういう自

治体は割と増えております。なぜ増えてるのかっていうのを、ちょっと

調べてみました。 

 国の第2世代の地方創生交付金、デジタル実装型の対象事業の例とし
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てタイプ1というものがあります。そこには書かない窓口の写真ととも

に、こういうものですっていうのが載っておりました。 

 これ、国が交付金を出してるんですね。 

 デジタル実装型とは、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上

の実現に向けた地方公共団体の取組を交付金により支援することを目的

としているとのこと。私もワンストップ化が、デジタル実装型の対象事

業となるとは思ってもみませんでした。 

 ただ、この書かない窓口に見られるワンストップ化は、デジタル実装

型の対象事業、国の第2世代地方創生交付金の対象に向けての動きとな

る可能性があるように感じております。 

 実際、県内でも、これを使われてるような自治体が出てきております。 

 安芸高田市として、市長はこういった、先ほどもありました、国のほ

うに陳情要望は何回も行かれてるというのをお聞きしますが、こういっ

た国の流れですね。国が何をしようとしているか、それはやはり人口減

少の中で、自治体の動きもなかなか、職員が少なくなって難しくなるだ

ろうと。更には、その中で、そこに住まわれる住民の方々が難しい状況

になってはいけないというので、まずは優良なモデルとかサービスを活

用して、迅速に横展開をする取組をできるように交付金を貸与するよう

な、貸与でもないですね、2分の1負担です。県内でもそういったことが

進んでいくんであれば、本市も特性に応じた発展を遂げることができる

ように、自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組に向けて、国の支援

をしっかりと受けて事業を進めていただきたいと思いますが、そのよう

な国の動きっていうものに対してどのように対応というか、情報を得て

対応をされてきているのか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  はい、お答えをいたします。 

 まず、議員の御質問はですね、情報発信のワンストップということ

で、それに市長のほうでちょっと窓口のワンストップと併せてお答えを

させていただいて、情報のワンストップというのは、先ほど総務部長が

答えましたように、やはり情報ですから、ホームページの中でワンクリ

ックで最後まで、この目的が達せられるというようなものが、やっぱり

ホームページでは望まれていますし、その方向がいいんだろうというこ

とでお答えをしたところですね。 

○杉安副市長  今の御質問は、国の交付金を活用して、そういう、先ほどおっしゃら

れた書かない窓口とかですね、例えば行かない市役所とかですね、いろ

いろＤＸを活用すれば、そういうものがほぼ可能になってくるというの

で、このＤＸの取組をですね、今後力を入れていくというのは、安芸高

田市としての方向性であります。 

 で、それにしっかり交付金を使うように、市のほうとしても対応すべ
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きということですね。これは、やはり情報ですから、国が出す情報であ

ったり、民間にも、そういった有益な補助金であったり交付金なども今

はありますので、そういったものは常に門戸を広くして、こちらから情

報を取りにいって、有益なものはどんどん活用して新しいものに取り組

んでいくということで、窓口におけるＤＸ課があったりとかですね、情

報発信のホームページを受けるワンストップ化であったりとか、そうい

うようなものには対応していくべきだろうと思います。 

 要望をですね、市長もしっかり、今、国・県などに言ってますけれど

も、一番言われるのは、やっぱり補助金を、我々は一つの目標とはして

ますけれども、行った先でいろいろ安芸高田市の実情を伝えられる、分

かっていただけるというところも、要望の大きな利点だと思って、これ

からもその方向で対応していきたいと思います。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  私の質問がかなり甘く読まれたということでしょうか。 

（「そんなことはありません」との声あり） 

○山 根 議 員  でも、自治体が厳しいからお願いします、厳しいからお願いします言

って、国に言っても、国はもうその次の段階、生き残れる自治体に向け

て今動き出してるんですよ。それがお分かりにならなければ、もう安芸

高田市の未来はかなり厳しくなります。 

 そういう意味でも、やはり国とあまり関係を持たなかった時期が、時

間がありますので、なかなか国もこちらに向けていろんなことを教えて

くれなかった。だから、どういうふうな動きになってるかっていうのを、

こちらから言って教えてくれる人間関係、そういうものもできてなかっ

たのかもしれません。 

 ですから、これからだからこそ、しっかりと国はもう本当にこれ見て

いると、令和5年の補正から735億円使ってます。令和6年当初では1,000

億円、そして令和7年、当初2,000億円、2倍にしてます。これだけのこ

とを、国はやらなきゃ新しい地方経済、生活環境創生を進めることはで

きないと考えてやってることです。 

 もうちょっと、私が言わなくてもそちらから、市のほうから、こうい

うことに交付金を使いたいというような発言というか、そういうものが

あってもいいんではないかと思います。 

 まあもっとこれから、先ほどの議員もおっしゃってましたけれども、

厳しさをしっかりと受け止めながら、いかに皆さんの力を絞って、未来

に向けて羽ばたける市をつくっていただくように頑張ってほしいです。 

 先ほども言いましたが、今まで時間がかかるから元に戻したんだって

言って、今やられてる。 

 だけど、これからは時間もかかるかもしれないけど、それ以上に人が
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少なくなる。まあそんな中で、いかに整理というか、仕事がもっともっ

とスムーズに手早く進めるようになるか、そういうことを、ある意味、

もうちょっとこういろんな市町、特にで、私が見るのは県内でも特に東

広島とか福山は本当に早くやってます。 

 今回ありましたことについてもですね、福山が一番初めに声を出して

いるんではないかと、私は思ってます。 

 それで、ちょっと市に対する思いのほうが強くなってしまいましたけ

れども、次に参ります。 

 (3)に参ります。 

 選挙公報の配布とホームページへの掲載についてお伺いします。 

 選挙公報は、候補者の経歴や政見などを記載したものですが、紙媒体

だと、期日前投票の開始日からの配布には間に合わないため、早期に期

日前投票を行う市民には活用しにくい状況にあるとのことでした。 

 現在、新聞未購読の方には、郵送による配布ができるようになり、新

聞折込みと安芸高田市役所本庁・各支所、安芸高田市内の文化施設での

備え付け、そして郵送の配布が行われています。 

 さらに、ホームページにも選挙公報は掲載されますので、早めに期日

前投票をされる場合に利用できるようになりました。 

 ○1に入ります。 

 新聞未読者の方は郵送による配布ができるとのことですが、利用者は

1度申し込めば、次からは継続して郵送されるのか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 山平選挙管理委員会委員長。 

○山平選挙管理委員会委員長  選挙公報は新聞折込みがない地域や、新聞を購読されていない方のた

めに郵送での配布を行っております。 

 郵送希望の申出をされた方には、中止の申出をされるまでは継続して

郵送しております。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  ○2に入ります。 

 令和6年11月10日告示の市議選においては、選挙人名簿登録者数2万

2,082人のうち5,926人、26.8％の方が期日前投票をされていますが、実

際の投票者数は1万3,011人ですので、これを期日前投票5,926人は投票

者の45.5％、約半分に近い方が期日前投票をされたということになりま

す。 

 昨年12月の一般質問において、佐々木議員が令和6年の市議選におけ

るホームページへの選挙公報の掲載日等について質問をされております。 

 告示日の翌日、11日の月曜日には選挙公報はホームページに掲載され

ていたこと、また入力した選挙公報は13日の水曜日に各所に設置したと

の答弁がありました。 
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 つまり、選挙公報は月曜日以降、日曜日は告示日ですから、月曜日以

降はホームページに掲載されており、また、水曜日以降は紙で見れる状

態だったということです。 

 ホームページに掲載された選挙公報を待ち望んでいた市民は多いと思

います。期日前投票に向けて選挙公報を見た方がどのぐらいいらっしゃ

るのか、分かれば伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 山平選挙管理委員会委員長。 

○山平選挙管理委員会委員長  期日前の期間に、どのくらいの方が選挙公報を御覧になられたかにつ

きましては、具体的な把握はできておりません。 

 なお、市長選挙や市議会議員選挙の場合、告示日、すなわち立候補受

付が行われた翌日に、印刷会社により印刷用データが作成され、その後、

同日にホームページ掲載用のＰＤＦデータを受領する流れとなっていま

す。 

 成果品の納品時間にもよりますけれども、通常、告示日の翌日夕方に

は、市ホームページ上で公開し、市民の皆様に閲覧いただける状況を整

えております。 

 御理解いただきますよう、お願いいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  どのくらいいらっしゃるのか分からないというところは難しいとは思

います。ホームページ掲載の候補については、確認は難しいでしょう。 

 ただ、新聞折込み、郵送配布については確認できるのではないでしょ

うか。 

 もう一度お聞きいたします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 大﨑選挙管理委員会事務局長。 

○大﨑選挙管理委員会事務局長  新聞折込みの件数ですが、昨年度11月の市議選におきましては6,400

枚の折込みをしております。 

 で、全体的な数っていうのは、ちょっと把握は、私はできないんです

が、市のホームページのほうの閲覧件数っていうのが分かりますので、

そちらのほうの件数ですけど、期日前の期間に閲覧された方が2,469人

で、実際のところ、延べの数字なので、実際の件数はちょっと分からな

いんですけど、期日前投票者数が5,926人の41.66％の閲覧件数となって

おり、多くの方が関心を持ってホームページのほうを見られているんじ

ゃないかと思っております。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  もう一回お聞きしますね。 

 郵送配布、新聞とか、もう見てないからっていうことで住所を言われ
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た方には郵送がされてると思います。そこの人数を教えていただきたい

のと、それから先ほどホームページに上げられました2,469人、これに

ついてはホームページにカウントか何かがされて、それでお分かりにな

ったのでということでよろしいですか。 

 お答えをお願いします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 大﨑選挙管理委員会事務局長。 

○大﨑選挙管理委員会事務局長  郵送での件数なんですが、各選挙とも90名前後ぐらいが郵送で送らせ

てもらっております。 

 そして、ホームページのほうのカウント数なんですけど、ちょっとこ

ちらほう、ホームページの制作会社のほうを、ちょっと確認して、カウ

ント数をちょっと調べてもらいました。その件数が、この件数になって

おります。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  はい、ありがとうございます。 

 カウント数を聞いていただいて2,469カウントということは、5,926人

の期日前投票の方の中で、半分近くの方がホームページから選挙公報を

見られた可能性があるということでお聞きしました。 

 ○3に入ります。 

 期日前投票をされる方からは、これまでも選挙公報を見て投票したい

のに、何で見れないのとの声を多く聞きました。そして、令和6年11月

10日告示の市議選後においても、選挙公報を見た上で投票したかったと

いう、同様の声を伺っております。 

 ホームページに選挙公報が掲載されていることが知られていない状況

があると考えます。ホームページに掲載された選挙公報の情報は、どの

ように発信され、さらに市民へ周知されるのか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 山平選挙管理委員会委員長。 

○山平選挙管理委員会委員長  昨年度以前においては、選挙公報のホームページ掲載の周知につい

て、情報発信を行っておりませんでしたけれども、あらゆる媒体を活用

して、より多くの方に情報を伝えるために、本年度より市の公式ＳＮＳ

により周知を行っているところです。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  今年度はかなり新しい試みをしっかりとしていただいて、有権者の方

がちゃんと投票ができるように向けて動かれたんだと思います。 

 情報発信について聞かせていただきたいと思いますが、こういう選挙

公報、ここに出してますよという情報発信はいつどこでされるのか。で、
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市民周知についても、どういう形で、ここにありますっていうのは、周

知に向けた動きをされているのか、伺いたいと思います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 大﨑選挙管理委員会事務局長。 

○大﨑選挙管理委員会事務局長  選挙においてのホームページとかの選挙の啓発についてなんですが、

各選挙の執行されるたびに、ホームページのほうへ選挙のお知らせの中

で、選挙の案内のページを作成しております。 

 それは1か月前ぐらいになるとは思うんですけど、選挙のお知らせの

パンフレットのほうを作成しておりますので、そちらのほうを掲載する

というのがまず最初になると思います。 

 で、随時各選挙のお知らせについて、随時計算していってる状態です

が、その中で、選挙公報のほうについては、告知日の翌日、市の選挙で

言えば、告知日の翌日にＰＤＦのデータを来ますので、そちらのほうを

掲載するところで、ホームページのトップのほうへ、トップ画面のほう

へ表示できるように表示はしております。 

 ただ、見ていく段階ではだんだん、ちょっと下のほうへいってしまう

っていう、確かにありますんで、今後についてはトップページのほうに

固定の形で掲載できればというふうに思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  山根議員。 

○山 根 議 員  ホームページのトップに上げられてくださっていると。で、さらには、

よく御存じで、本当にトップに上げてても、どんどんどんどん新しいも

のが上にいくので下に沈んでしまうということはありますけれども、そ

れについても考えていただいてる、対応をいただいているということで、

ありがとうございます。 

 もうほんと、これは7日間にかかってますので、しっかりと市長も議

会もですね、しっかりと皆さんが投票に行きたくなるように、また行っ

ていただけるようにしていただきたいと思います。 

 もう一つ、選挙管理委員会にお聞きしたいことがございます。 

 ホームページに掲載された選挙公報についての注意事項についてです。 

 注意事項というものが選挙期間中のホームページに掲載された選挙公

報の、このたびは上にですね、大きく記載されていました。このホーム

ページに記載される選挙公報について、知っておくべき注意事項として

掲載されているんですけども、どのようなものなのか伺います。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 大﨑選挙管理委員会事務局長。 

○大﨑選挙管理委員会事務局長  選挙のお知らせの中で、ホームページのほうに記載しております選挙

公報の注意事項についてなんですが、このホームページに掲載された選

挙公報をプリントアウトして不特定多数の方に頒布すること、候補者名、

名簿届出、政党等及び確認団体以外の者が、このホームページに掲載さ
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れた選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること、また、特

定の候補者の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールは送信するこ

とっていうことが公職選挙法に違反するおそれがありますよっていうこ

とを掲載しております。 

 これはあくまでも選挙の期間について、こういうことをされると、選

挙違反になる可能性があるということで掲載させてもらっております。 

 ただ、今、過去の選挙公報のほうも載せておりますけど、そっちのほ

うについては、別に印刷されても問題はないと思っております。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  もう一つ聞かせていただきます。 

○石 飛 議 長  山根議員にお尋ねしますが、項目の選挙公報の配布とホームページ

の掲載についての、通告では項目でうたわれてますが、それに関連して

の質問でよろしいでしょうか。 

○山 根 議 員  入っております。 

○石 飛 議 長  じゃあ、お願いします。 

○山 根 議 員  選挙に、皆さんしっかりとこう目をこちらに向けていただきながら

市長選そして市議選、まあ選挙というものにちゃんと意識を持っていた

だくこと、そういうものに少しでも皆さんの、なかなか聞くこともでき

ないことですので、今回については選挙公報に向けた声を、動きをです

ね、知らせていただいて、これからの選挙に、候補に向け新たな見方を

持っていただきたいと思っております。 

 何を聞きたいか、あれですが、過去の選挙公報をたくさん、今たくさ

ん出てますね。私もびっくりしました、あんな昔からのがあるんだとね。 

 何時から何時までという期限があそこまで出されておりますけれども、

期限はあるんでしょうか、お聞きします。 

○石 飛 議 長  答弁を求めます。 

 大﨑選挙管理委員会事務局長。 

○大﨑選挙管理委員会事務局長  先ほど申しましたけど、選挙公報の過去のものについて、ホームペー

ジのほうへ掲載をしております。 

 こちらは平成28年の市議選以降のもの、それ以上前のものはちょっと

データ自体もうないので、そちらはもうちょっと掲載するのは難しいん

ですが、平成28年の市議選より後の選挙についての、市の選挙について

は選挙公報を掲載しております。 

 で、その選挙公報の掲載期間ですけど、今のところ、特に、これをや

めるっていう予定はなくて、このままずっと掲載を続ける予定でおりま

す。 

 以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 
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 山根議員。 

○山 根 議 員  これで選挙公報の配布とホームページへの掲載については、ほとんど

全てにわたって説明をいただいたんではないかと思います。 

 最後にですね、これは市長にお伺いするようになりますけども、市民

にとっても正確で分かりやすい情報、タイムリーな情報、高齢者や外国

人など、多様な住民のニーズに対応した効果的情報発信がなされ、市民

に周知されることは、対外的にも市の個性や魅力をアピールすることに

もつながると考えます。 

 そういった意味で、今後に向けて情報発信について、どのようにお考

えか。 

○石 飛 議 長  山根議員にお尋ねしますが、通告外、項目的にはつながってますが、

一問一答になってないような気がするんですが、突然の通告外の質問に

なってると思うんですが。 

  外国人に対するっていうことを、通知ですよね。 

○山 根 議 員  市の情報発信についてです。 

○石 飛 議 長  であるものなら、先ほども一問一答の３項目の流れでいって、今の質

問なら分かるんですが、突然に違う方向に行きましよね。 

○山 根 議 員  流れの中でですが。 

○石 飛 議 長  ああ、そうですか。 

○山 根 議 員  はい、そうです。 

○石 飛 議 長  ほんなら、このたびは流れの中ということで。 

○山 根 議 員  やってもいいですか。 

○石 飛 議 長  選挙管理委員会の関係であって、市長に伺うというところも、ちょっ

といかがかなっていうのが、事務局方の判断でもありますし。 

  暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時４３分 休憩 

午後 ３時４６分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○石 飛 議 長  はい、休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 市長より答弁をお願いします。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  市の広報全般について、やっぱり市の姿勢として、タイムリーに正確

な情報を分かりやすく発信するということであります。 

 これは常に我々発信する側として心がけていきたいと思っております。 

 広報誌、紙媒体になりますと、どうしてもタイムラグが出ますんで、

タイムリーなことについてはＳＮＳをしっかりと活用して皆さんに欲し

いときにしっかりとタイムリーにお送りすることを心がけたいと思いま

す。 

 選挙管理委員会のほうは、先ほど来報告というか回答されてましたん
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で、そちらのほうで真摯に対応されると思いますので、私のほうは市の

広報としてしっかりと対応していきたいと思います。 

以上です。 

○石 飛 議 長  答弁を終わります。 

 山根議員。 

○山 根 議 員  いろいろ疲れさせて失礼いたしました。 

 これにて、私の一般質問を終わります。 

○石 飛 議 長  以上で山根議員の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回は、9月29日午前10時に再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時４８分 散会 
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